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ニ
「
令
意
」
構
成
要
件

三
同
意
の
実
定
法
上
の
位
置
づ
け

第

四

節

総

括

結
(
以
上
本
号
)

第
三
章

同
意
効
力
の
限
界

同
意
に
は
、
刑
法
的
保
護
を
不
要
に
す
る
実
質
的
効
力
が
あ
る
。
こ
の
効

らカ
導は
き、
uι ー「
凶主
さ
体

れゅの

~ ! 
で、Fr

あ
自
るコ
が罷
v 定
の
り尊
よ苦
う己

主と
蕩ピ
カミ 、ふ
ら山
益
出血

苧護
主2
君品
、力、

は
た
し
て
同
意
効
力
に
通
常
言
わ
れ
る
よ
う
な
、
適
当
な
限
界
を
設
定
す
る

こ
と
、
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
基
準
は
一
体

刑法における被害者の同意 (2・完)

い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
こ
う
し
た
問
題
を
扱
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
法
的
保
護
の
目
的
か
ら
出
発
す
る
同
意
論
の
、
現
実
的
妥
当
性
を
検

討
し
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
こ
の
検
討
は
前
章
と
相
ま
っ
て
、
刑
法
的

保
護
の
目
的
及
び
態
様
を
一
段
と
明
白
に
さ
せ
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。

第
一
簡

「
他
人
の
利
益
」

同
意
論
を
個
人
主
義
的
に
構
成
し
た
ケ
ス
ラ
ー
が
、
そ
の
限
界
を
い
か
に

理
解
し
て
い
た
か
は
、
本
章
の
観
点
が
や
は
り
ま
た
個
人
主
義
に
連
な
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
特
に
興
味
が
持
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
ま
ず
ケ
ス
ラ
!
の
限
界
論
の
検
討
か
ら
始
め
る
こ
と
に
す
る
。
ケ
ス

ラ
ー
は
、
「
あ
る
行
為
が
唯
一
個
人
の
例
外
を
も
っ
て
全
て
の
個
人
に
禁
止

さ
れ
て
い
る
時
、
そ
こ
に
は
、
た
だ
い
」
の
一
個
人
の
利
益
の
み
が
こ
の
法
律

に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
個
人
の
同
意
に
よ
っ
て

実
行
さ
れ
た
行
為
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
の
完
全
な
証
明
が

(
2
)
 

あ
る
」
と
論
じ
、
自
損
行
為
(
印
巾
手
間
同
4
2
-
O
R
Zロ
時
)
と
同
意
侵
害
と
を
全

く
同
一
視
す
る
。
そ
し
て
以
上
の
叙
述
の
裏
返
し
と
し
て
、
刑
罰
に
よ
っ
て

威
嚇
さ
れ
て
い
る
行
為
に
つ
い
て
の
あ
る
個
人
の
同
意
は
、
こ
の
行
為
が
そ

の
個
人
の
権
利
の
侵
害
で
は
な
く
〈
あ
る
い
は
だ
け
で
は
な
く
〉
、
ま
た

(
あ
る
い
は
専
ら
)
他
人
の
権
利
若
し
く
は
公
の
利
益
の
侵
害
と
し
て
刑
罰

に
よ
る
威
嚇
が
あ
る
時
に
は
、
そ
の
可
罰
性
を
排
除
し
な
い
と
い
う
こ
と
を

認
め
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
「
保
護
利
益
」
と
し
て
、
同
意
者
以
外
の
主
体

の
利
益
を
想
定
あ
る
い
は
認
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
同
意
に
限
界
を

設
定
す
る
と
い
う
手
法
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
場
合
彼
の
唯
一
の
関
心

は
、
他
の
主
体
の
利
益
が
「
法
的
に
保
護
さ
れ
て
」
関
与
し
て
い
る
か
ど
う

北法31(2・359)759
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か
に
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
ケ
ス
ラ
ー
は
、
個
人
の
身
体
の
完
全
件

に
は
、
当
該
個
人
、
債
権
者
・
相
続
人
、
国
家
・
社
会
等
の
事
実
上
の
利
益

が
関
与
す
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
「
他
人
の
傷
害
」
と
い
う
法
律
上
の
定

義
か
ら
は
「
本
人
の
利
益
」
だ
け
が
法
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
推
論

さ
れ
る
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
(
故
意
)
傷
害
に
つ
い
て
の
同
意
の
有
効
性
を
導

き
出
す
の
で
あ
る
。
ま
た
殺
人
罪
に
つ
い
て
は
、
自
殺
(
未
遂
)
と
自
殺
の

共
犯
の
無
罪
と
い
う
慣
行
的
解
釈
か
ら
出
発
し
て
、
「
立
法
者
は
殺
害
の
禁

止
に
よ
っ
て
た
だ
個
人
の
利
益
だ
け
を
保
護
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
」
と

結
論
づ
け
、
そ
の
理
論
的
帰
結
と
し
て
同
意
殺
害
の
可
罰
性
を
否
定
す
る
。

そ
し
て
更
に
は
、
立
法
論
と
し
て
ド
イ
ツ
刑
法
二
一
六
条

{
8
)
 

〈

2
Fロ
明
。
ロ
)
の
廃
止
ま
で
も
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

(
H，
g
E口
問
由
民

」
の
よ
う
な
ケ
ス
ラ
l
の
思
考
は
そ
の
後
メ
ツ
ガ
l
に
お
い
て
一
層
明
確

に
さ
れ
、
総
論
的
に
は
メ
ツ
ガ

i
も
ケ
ス
ラ

l
と
同
様
の
手
法
を
踏
襲
し
て

い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
す
な
わ
ち
、
犯
罪
の
保
護
客
体
と
行
為
客
体
と
の
医

別
か
ら
出
発
し
、
通
常
「
被
害
者
の
同
意
」
と
い
う
呼
称
に
際
し
て
考
え
ら

れ
て
い
る
の
は
、
行
為
客
体
の
担
い
手
の
同
意
で
あ
る
か
ら
、
同
意
の
効
力

は
、
行
為
客
体
の
担
い
手
が
ま
た
保
護
客
体
の
担
い
手
で
も
あ
る
か
ど
う
か

に
左
右
さ
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
両
者
が
一
個
人
に
帰
属
す
る

時
間
意
は
有
効
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
被
害
者
の
同
意
に

(
7
}
 

も
か
か
わ
ら
ず
、
行
為
は
違
法
の
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
両
説

の
同
一
性
は
以
上
の
よ
う
に
同
意
の
効
力
範
閤
を
他
の
主
体
の
保
護
利
益
の

一
般
論
に
限
つ
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ

設
定
に
よ
っ
て
画
そ
う
と
い
う
、

の
基
準
の
具
体
的
適
用
に
つ
い
て
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
被
殺
害
者
の
同
意
は
殺
害
の
違
法
性
を
阻
却
し
な

い
と
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
行
為
客
体
は
殺
害
さ
れ
る
者
の
身
体
で
は
あ
る

が
、
保
護
客
体
の
担
い
手
は
、

殺
害
さ
れ
る
者
と
並
ん
で

「
公
共
(
去
。

〉

-
-
m
m
B
2ロ
}
岡
町
伊
丹
)
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
説
示
す
る
。
メ
ツ
ガ
ー
は
ま
た

こ
の
結
論
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
二
ハ
条
の
存
在
か
ら
も
支
持
さ
れ
る
と
考
え

(
9
)
 

て
い
る
。
た
だ
し
、
傷
害
罪
に
関
し
て
は
そ
の
同
意
を
一
様
に
無
効
で
あ
る

と
は
ぜ
ず
、
行
為
に
よ
っ
て
被
害
者
が
「
社
会
的
使
命
の
充
足
上
重
要
な
方

法
で
」
侵
害
さ
れ
る
場
合
に
だ
け
、
同
意
は
無
効
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
限
っ
て
「
全
体

2
5
のめ

E
B岳
巴
同
)
の
利
益
」
が
問
題
と
な
る
と
い

(
刊
)

う
趣
旨
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
メ
ツ
ガ
ー
は
各
論
的
に
は
ケ
ス
ラ
l

と
異
な
る
基
盤
に
立
ち
、
個
人
の
生
命
・
身
体
等
が
公
共
・
全
体
の
利
益
で

も
あ
る
、
あ
る
い
は
あ
り
う
る
こ
と
を
認
め
て
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
同
意
効

力
の
範
囲
に
限
界
を
設
け
る
と
い
う
方
法
を
選
択
す
る
の
で
あ
る
。

(

1

)

言
い
換
え
れ
ば
本
章
の
関
心
は
、
「
社
会
全
体
の
発
展
の
観
点
か
ら
既

に
時
代
遅
れ
と
な
っ
た
」
極
端
な
個
人
主
義
的
諸
帰
結
を
守
色
出
自
ω

北法31(2・360)760



刑法における被害者の向意 (2・完〕

】

0
2
7
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g
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ロ
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E
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Z
Hゲ
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E
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u
b
s
h
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吾
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S
2
S
1
5司
F

F
ュF
Z
2
J
F円
F

S
芯・

ω
-
g
o
)、
個
人
主
義
の
正
当
な
前
提
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、

克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

ハ
2
〉
同
ハ
。
2
0
3
門
町
立
さ
と
目
礼
崎
君
ミ
句
〕
噌

ω・
8
同
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同
σ仏
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ω‘
]
「
戸

(

4
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同
ゲ
弘
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ω
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ω
同・

(
5
〉
開
ゲ
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ω・
吋
山
由
?
∞
∞
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6
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何

σnH
・
ω・∞
N
な
お
今
日
同
様
の
提
言
を
す
る
者
と
し
て
、
嗣
HELD-同

∞ロ

rgF芹・

2
5
h
B
n
z
t口
7
2
ω
n
T
E
N
《

同

命

的

。

1
0
5
5門

ω戸
nr

宣
言
コ
ロ
H
b
S円
岳
、
弘
、
」
害
容
な
宮
、
H
h
h
E
E忌
(
阿
国
ユ
凹
2
・

7
P
S叶
N)・
ω-HN∞
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

7

)

ぞ

FNm2J
門

hhh号、
~vR円

MH〕・

ω
N
H品・

ハ
8
)
〈
開

--HνFFZHVHV
〉

z
r
z
-
h冊、
H
S
H
h
n
p
e
M
R同室町師円『
H2悼九川町、白
ha

之内
E
p
h
-
汁

(FmwF閉》
NFm唱

H由
ω品)岨

ω・
に
N
7〉
ロ
自
・

2

同
様
の

思
考
は
、
古
く
は
権
利
放
棄
説
の
限
界
諭
の
中
に
も
発
見
で
き
る
。
た

と
え
ば
ベ
ル
ナ
1
は
、
「
譲
渡
で
き
な
い
権
利
を
個
人
が
放
棄
す
る
場

合
、
な
る
程
放
棄
し
て
い
る
個
人
の
意
思
、
す
な
わ
ち
特
別
の
権
利
は

も
は
や
客
観
的
に
侵
害
さ
れ
な
い
が
、
し
か
し
お
そ
ら
く
ま
だ
一
般

の
意
思
、
す
な
わ
ち
一
般
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
」
と
叙
述
し
て
い
る

(切

2
・ロ
2
・・出
-
h
F

。・

ω・山田叶)。

(
9
)
Z
R問
。
ァ
〔

hhp込
R
3・
ω
-
N
5・

ハ
凶

)
H
W
σ
p・∞
-NH品
問
・

重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
叡
告
罪
(
ド
イ
ツ
刑
法

(
日
)
〈
包

-
E
F匂
唱
。

f
b
g
H
R
F
S
句町、白¥之内
EH-
切仏・

N-

∞-Mhお
w

同
ハ
州
民
日
開
ロ
関
門

2
F
。
広

ω同
門
仰
向
d
何
回
同
企
包
括
広
仏

2

d
ロ同

g
n
z
g
?

自由

nyE口
問
自
伊
丹
肘

5
4匂
E
-
mロロ
m-
百
一
切
3
H
E
h時

N足、、

h
s
s
s
H
S

-
句
、
白
¥
ミ
忌
な
5
2
3
h
n
p
b
¥
F
H
1
2
2与
、
q
h
¥位
、
民
間
之
遺
毘
HE

ミ
ミ
問
、
(
切
2
-
5・
s
g
)・
ω
・
S
N
一E
E
-
出

onr巳
B
S
F
h叫
H
E
h・

之
内
芝
4he
叫に

ω・
〉
口
出
・

(
Y向
出

E
r
m
p
S
4
3・
ω
-
H
8・
同
じ
選
択

を
す
る
日
本
の
学
説
と
し
て
、
次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
滝
川
幸
辰
・

宮
内
裕
・
滝
川
春
雄
『
刑
法
法
律
学
体
系
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
篇

9
』

(
日
本
評
論
新
社
・
一
九
五

O
)
六
O
、
二
五
三
頁
、
宮
内
、
前
掲
「
違

法
性
の
阻
却
」
二
二
二
具
、
平
場
安
治
『
刑
法
総
論
講
義
』
ハ
有
信
堂
・

一
九
六
一
)
七
O
|
七
一
一
良
、
団
藤
重
光
編
(
小
暮
得
雄
)
『
注
釈
刑
法

嗣
各
則
州
問
』
(
有
斐
閣
・
一
九
六
八
)
八

O
頁
、
中
山
研
一
『
刑
法
総
論

の
基
本
問
題
』
(
成
文
堂
・
一
九
七
四
)
一
一
八
頁
、
佐
伯
千
似
『
三
訂

刑
法
講
義
(
総
論
)
』
(
有
斐
閣
・
一
九
七
七
)
二
一
六
、
ニ
二

O
頁。

ケ
ス
ラ

l
、
メ
ツ
ガ

l
等
の
思
考
の
基
礎
に
院
か
れ
て
い
る
、
「
他
主
体

の
保
護
利
益
の
存
在
が
あ
る
主
体
の
同
意
に
限
界
を
設
定
す
る
」
と
い
う
考

え
方
自
体
は
、
肯
定
さ
れ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
た
と
え
ば

複
数
主
体
の
利
益
が
法
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
主
体
の
全
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て
が
被
害
者
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
そ
の
主
体
全
て
の
自
律
・
自
己
決
定
が
尊



研究ノート

一
六
四
条
)
に
関
し
て
よ
く
議
論
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、

一
例
と
し
て

は
、
被
諒
告
者
の
問
意
、
が
あ
っ
て
も
、
司
法
作
用
と
個
人
の
名
脅
と
が
不
可

分
一
体
と
な
っ
て
一
部
告
罪
の
保
護
法
益
を
形
成
し
て
い
る
の
で
、
全
体
に
つ

い
て
の
同
意
が
可
能
で
な
い
限
り
、
そ
の
効
力
は
生
じ
な
い
と
い
う
見
解
な

(
1
)
 

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

し
か
し
実
際
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
出
発
点
に
あ
る
考
え
方
、
が
、
個
人

の
生
命
・
身
体
へ
の
侵
害
に
関
す
る
同
意
に
も
適
用
で
き
る
の
か
ど
う
か
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
既
に
見
た
よ
う
に
こ
の
点
で
ケ
ス
ラ
!
と
メ
ツ
ガ
!
と

は
相
違
す
る
の
で
あ
る
。
さ
で
は
た
し
て
メ
ツ
ガ

l
の
言
う
よ
う
に
、
個
人

の
生
命
・
身
体
に
、
全
体
・
公
共
の
利
益
が
法
的
に
直
接
関
与
す
る
の
で
あ

ろ
う
凶
作
も
し
関
与
を
肯
定
す
る
な
ら
ば
、
直
ち
に
、
自
殺
傷
・
自
己
危
殆

行
為
等
も
全
体
・
公
共
の
利
益
の
た
め
に
同
様
に
禁
止
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る

と
い
う
、
立
法
政
策
に
対
す
る
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
ま
た
個
人
が
侵
害
に

つ
い
て
同
意
し
て
い
る
生
命
・
身
体
へ
の
攻
撃
は
、
「
全
体
・
公
共
の
利
益
を

(
4
}
 

侵
害
す
る
も
の
と
し
て
」
の
み
可
罰
的
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
が
、
こ
の
可

罰
性
を
殺
人
(
要
求
殺
人
)
罪
・
傷
害
罪
と
い
う
即
時
名
の
下
に
包
括
す
る
こ

と
は
無
理
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
か
り
に
無
理
で
は
な
い
と
し
て
も
、
こ

の
よ
う
な
考
え
方
は
、

m
d
o
s
-ロ
g
B
m
g
r
B
E
B
2
0
2
5ミ
と
い
う
我

々
の
日
常
観
念
か
ら
大
き
く
離
反
し
、
特
に
国
家
・
社
会
の
過
大
な
干
渉
を

許
す
思
考
と
し
て
、
今
日
の
個
人
主
義
に
立
脚
す
る
憲
法
秩
序
と
も
矛
盾
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。
メ
ツ
ガ

l
の
見
解
に
は
、
法
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
利

益
と
、
法
の
存
在
・
適
用
に
関
す
る
社
会
(
公
衆
)
の
事
実
上
の
利
益
、
あ
る

い
は
そ
こ
か
ら
起
因
す
る
国
家
の
保
護
主
体
と
し
て
の
立
法
的
関
心
と
の
混

(
6
}
 

同
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
メ
ツ
ガ
!
の
主
張
に
従
え
ば
、
ケ
ス

ラ
l
の
持
っ
て
い
た
非
実
証
性
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
長
所
は

あ
る
。
し
か
し
そ
の
理
論
的
前
提
と
し
て
、
当
該
個
人
が
支
配
す
る
個
人
の

生
命
・
身
体
に
国
家
あ
る
い
は
社
会
が
直
接
法
的
利
益
を
持
つ
と
い
う
構
成

以
外
に
、
他
に
取
る
方
法
が
な
い
と
考
え
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
個
人
の
生

命
・
身
体
は
当
該
個
人
の
も
の
と
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
不
合
理

を
扮
す
る
他
の
論
理
を
、
今
一
度
考
え
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

〈

1
)
N
J
F
〔
阿
古
里
ミ
ロ
h
位、

p
b噌
ω-Nω
同
・
マ
ウ
ラ
ヅ
ハ
は
司
法
作
用
が
一

次
的
保
護
法
益
で
あ
り
、
被
謹
告
者
の
名
誉
は
二
次
的
に
保
護
さ
れ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
と
言
う

(
ζ
E
M
g
n
F
〔
h
m
w
H
刷、
F
N
R
h
w
u
.
ω
-
u
u
g。

〈

m--
切
の
田
宮
切
仏
・
タ

ω・
2
・

(

2

)

ち
な
み
に
こ
の
よ
う
な
考
え
の
背
景
に
は
、
「
神
に
対
す
る
犯
罪
」

と
い
う
観
念
が
存
在
す
る
(
司

2
E円
Mnrω
口
7
丘
町
印
件
。
山
口
噌
む
な

島町『
h
S
3
儀礼法同誌

h
h
p
w
d
w
H
-
S誼
て
号
、
守
、
町
内
居
間
誌
な
凡
吾
、
句
、
同
苫
H

・

5
込
町
民
主
号
、
忌
弘
之
さ

a
g
R宮
、
丸
町
師
、
室
内
さ

s
h
k
E
¥目

、同町
F
H
H
Y

回。吋ロロ・一戸也
ωc-ω
・由]戸間・)。
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〈

3
)
Z
o
-
-
・
〔
同

3
5
5
h
S
F唱〕・

ω‘
叶
∞
同
・
そ
の
逆
に
、
当
然
他
の
理
由

か
ら
非
犯
罪
化
を
説
明
し
よ
う
と
い
う
試
み
も
生
ま
れ
る
。
た
と
え
ば

ベ
ル
ナ

l
は
責
任
阻
却
を
そ
の
理
由
と
す
る
(
回
白
ロ

2
・
匝
・
国
-
。
・
・

ω-

mvg。
な
お
詳
し
い
検
討
は
本
章
第
五
節
で
行
な
う
。

(

4

)

〈
四
「
同
凶
ゆ
【

w-2・
門
町
民
詰
定
之
内
叫
h
R苫
h〕
唱
∞
-
H
H
-

〈

5
)
同
様
の
疑
問
が
既
述
し
た
謹
告
罪
に
つ
い
て
も
提
起
さ
れ
る
。
被
認

告
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
、
そ
こ
に
は
当
局
誤
導
と
い
う
不
法
内
容
し

か
存
在
し
な
い
。
従
っ
て
、
被
謹
告
者
の
名
誉
侵
害
と
当
局
誤
導
と
を

一
体
と
し
て
不
法
内
容
と
す
る
、
認
告
罪
は
成
立
し
な
い
と
見
る
の
が

相
当
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
(
須
之
内
、
前
掲
「
刑
法
に
お

け
る
被
害
者
の
同
意
付
」
七

O
l七
一
一
良
)
。
つ
ま
り
同
意
に
よ
っ
て

界
貿
に
変
更
が
生
ず
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

(

6

)

〈由}・

z-F
〔
岡
弘
司
君
"
と
定
室
長
〕
・

ω-a.
本
稿
第
一
章
第
二
節
一

参
照
。

刑法における被害者の同意 (2・完〕

第
二
節

「
善
良
の
風
俗
」

法
律
行
為
説
は
ド
イ
ツ
民
法
二
二
八
条
を
根
拠
に
、
同
意
の
有
効
要
件
と

し
て
同
意
が
善
良
の
風
俗
に
反
し
な
い
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
。
ま
た
設
近

で
は
パ
ウ
マ
ン
(
回
同
ロ
ヨ
白
ロ
出
)
が
、
生
命
と
身
体
に
対
す
る
侵
害
に
つ
い
て

の
同
意
の
効
力
を
、
同
法
二
二
八
条
を
援
用
し
て
否
定
あ
る
い
は
制
限
し
て

(
2
)
 

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
刑
法
上
の
同
意
効
力
に
関
す
る
問
題
に
対
し
て
、

民
法
上
の
規
定
を
持
ち
出
す
の
は
、
方
法
論
的
な
過
ち
を
犯
す
も
の
で
あ
る

と
い
う
誇
り
を
免
れ
な
い
。
そ
こ
で
今
日
、
同
意
効
力
の
限
界
に
関
し
て

「
良
俗
性
」
を
一
般
基
準
と
し
て
主
張
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
傷
害
に
関
す

る
同
意
の
規
定
で
あ
る
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
二
六
条

a
を
そ
の
根
拠
に
す
一
目
。

し
か
も
「
行
為
が
善
良
の
風
俗
に
違
反
す
る
と
き
に
限
り
」
と
い
う
同
法
の

文
言
に
従
っ
て
、
「
同
意
」
そ
れ
自
身
で
は
な
く
、
向
意
に
基
づ
く
「
行
為
」

の
良
俗
性
を
対
象
と
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
同
法
を
傷
害
罪
を
越
え
、
全

て
の
犯
罪
の
同
意
の
有
効
性
に
つ
い
て
の
一
般
原
則
と
見
な
す
実
質
的
論
拠

一
つ
に
、
行
為
無
価
値
論
か
ら
の
主
援
の
中
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ

争
A
h

、
ち
、
同
意
が
違
法
性
阻
却
一
争
由
た
る
に
は
、
同
意
は
法
益
放
棄
(
行
為
の
結

果
無
価
値
の
甘
受
)
の
他
に
ま
た
行
為
無
価
値
と
の
妥
協
も
示
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
他
は
「
償
湾
法
の
争
い
の
な
い
命
題
で

あ
る
」
と
い
う
、
慣
習
法
源
へ
の
置
換
の
中
に
あ
る
。

良
俗
性
を
同
意
限
界
の
一
般
原
則
と
し
て
認
め
る
か
否
か
に
係
わ
り
な

く
、
い
ず
れ
に
し
ろ
傷
害
罪
に
関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
二
六
条

a
と
の

関
係
で
行
為
の
良
俗
性
に
触
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
従
っ
て
以
下
で
は
焦
点
を

専
ら
同
法
に
絞
っ
て
、
そ
の
基
準
と
し
て
の
当
否
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
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り
、
違
法
に
行
為
を
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
規
定
す
る
。
同
規
定
に
よ
る
立

法
者
の
意
図
は
、
傷
害
に
関
す
る
同
意
効
力
の
限
界
を
自
ら
律
す
る
こ
と
を

放
棄
し
て
、
社
会
倫
理
規
範
に
委
ね
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
言
わ
れ

て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
な
立
法
者
の
選
択
に
は
、
そ
の
実
質
的
根
拠

の
不
明
故
に
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
基
準
の
不
当
放
に
根
本
的
な
疑
問
が
あ

る
。
こ
の
実
質
的
根
拠
に
関
し
て
、
法
源
を
換
え
て
慣
習
法
を
指
摘
し
て
も

意
味
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
が
、
た
と

え
ば
行
為
無
価
値
と
し
て
で
あ
れ
、
刑
法
の
目
的
は
社
会
倫
理
規
範
の
維
持

に
(
あ
る
い
は
維
持
に
も
〉
あ
る
と
い
う
、
「
リ
l
ガ
ル
・
モ
ラ
リ
ズ
ム

の
主
張
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
同
規
定
が
傷
害
に
関

(
F
o
官
ー
日
目
。
同
問
-55)」

刑法における被害者の同意 (2・完〉

し
て
こ
の
機
能
を
表
明
し
て
い
る
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
リ
l
ガ
ル
・

モ
ラ
リ
ズ
ム
の
核
心
は
、
法
が
社
会
生
活
を
秩
序
立
て
る
規
範
体
系
と
し
て

の
社
会
倫
理
を
強
行
し
な
い
な
ら
ば
、
社
会
が
崩
壊
し
て
し
ま
う
と
い
う
思

考
の
中
に
あ
る
。
し
か
し
法
に
よ
る
社
会
倫
理
の
強
行
が
な
い
場
合
、
念
頭

に
置
か
れ
て
い
る
そ
の
社
会
倫
理
に
基
づ
く
社
会
が
崩
壊
す
る
こ
と
は
あ
る

に
し
て
も
、
他
の
社
会
倫
理
あ
る
い
は
法
そ
れ
自
身
に
統
制
さ
れ
た
社
会
は

崩
壊
し
な
い
と
考
え
ら
れ
れ
。
そ
れ
に
今
日
の
多
元
論
的
社
会
に
、
統
一
的

な
規
範
体
系
を
要
求
す
る
こ
と
は
無
理
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば

「
善
良
の
風
俗
」
を
検
証
す
る
こ
と
も
、
ま
た
裁
判
す
る
こ
と
も
不
可
能
と
な

{
6
)
 

る。
こ
の
よ
う
な
状
態
の
中
で
、
た
と
え
ば
、
支
配
的
で
あ
る
と
認
め
さ
せ
る

こ
と
に
成
功
し
た
、
そ
れ
故
必
ず
し
も
支
配
的
と
は
限
ら
な
い
社
会
規
範
を

強
行
す
る
と
い
う
こ
と
一
は
、
そ
の
背
後
に
あ
っ
て
そ
の
規
範
を
支
持
す
る
者

の
一
般
的
・
抽
象
的
利
益
を
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
善
良
の
風

俗
」
と
い
う
名
に
お
い
て
、
公
衆
若
し
く
は
国
民
の
あ
る
部
分
の
、
あ
る
い

は
国
家
の
法
の
存
在
に
関
す
る
事
実
上
の
利
益
が
保
護
さ
れ
る
の
で
乱
日
。

法
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
個
人
の
身
体
に
関
す
る
利
益
を
巡
る
可
罰
性
(
違

法
性
〉
の
問
題
に
対
し
て
、

一
般
の
人
々
の
抽
象
的
利
益
や
そ
れ
を
前
提
と

し
た
国
家
の
立
法
活
動
上
の
利
益
と
い
う
事
実
上
の
要
素
か
ら
生
ず
る
、
当

罰
性
の
要
求
を
持
ち
出
し
た
と
こ
ろ
で
、
な
ん
ら
の
解
決
に
も
な
ら
に
円
。

以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
二
六
条

a
の

俗
」
と
い
う
基
準
を
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
帰
結
と
し
て
、
ま

「
善
良
の
風

た
本
規
定
を
全
て
の
犯
罪
の
同
意
に
ま
で
及
ぼ
す
と
い
う
主
張
に
も
当
然
賛

成
で
き
な
い
。
同
意
効
力
の
限
界
に
関
し
て
は
、
社
会
倫
理
で
は
な
く
法
自

身
が
答
え
る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
「
善
良
の
風
俗
」
と
い
う
基
準
に
よ
る
限

界
設
定
は
、
結
局
、
他
人
の
利
益
の
存
在
に
よ
る
限
界
画
定
を
意
味
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
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(
日
〉
滝
川
幸
辰
『
刑
法
各
論
』
(
世
界
思
想
社
・
一
九
五
一
)
間
二
頁
参
照
。

第
三
節

「
価
値
衡
量
」

同
意
効
力
の
限
界
を
「
価
値
衡
量
」
に
よ
っ
て
画
定
す
る
法
政
策
的
見
解

の
中
で
も
、
ノ
ル
の
主
張
は
、
同
一
個
人
に
帰
属
す
る
、
し
か
も
等
置
さ
れ

る
べ
き
価
値
を
対
峠
さ
せ
る
と
い
う
理
論
的
不
能
を
犯
す
も
の
と
し
て
、
そ

の
基
準
性
に
疑
問
が
あ
る
こ
と
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
山
そ
こ
で
本
節

で
は
、
こ
の
価
値
衡
是
を
実
際
に
使
用
で
き
る
基
準
に
修
正
し
た
、
イ
ェ
シ

エ
ツ
ク
と
ツ
ィ
プ
ブ
の
限
界
論
を
追
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

刑法における被害者の同意 (2・完)

イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
と
ツ
ィ
プ
フ
の
基
本
的
発
想
を
先
に
確
認
し
て
お
く
と
、

次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
法
益
の
保
持
に
関
す
る
共
同
体
の
利
益
」

と
そ
れ
に
対
崎
す
る
「
個
人
の
自
由
の
妨
げ
ら
れ
な
い
行
使
と
い
う
社
会
的

価
値
」
と
の
衡
量
の
結
果
、
後
者
が
優
位
す
る
時
に
は
法
益
の
社
会
的
価
値

が
脱
落
し
、
個
人
の
処
分
の
自
由
に
よ
り
一
両
い
社
会
的
価
値
が
帰
属
す
る
、

つ
ま
り
同
意
に
効
力
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
逆
に
前

者
が
優
位
す
る
時
に
は
、
同
意
の
効
力
に
限
界
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

わ
け
で
あ
る
。
こ
の
主
張
の
特
徴
は
、
ノ
ル
が
個
人
の
価
値
と
し
て
捉
え
た

も
の
を
「
社
会
的
価
値
」
の
側
面
か
ら
取
り
上
げ
、
「
社
会
あ
る
い
は
共
同

体
」
の
利
益
・
不
利
益
と
い
う
視
点
で
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ

(
S
)
 

に
あ
る
。
法
益
の
「
保
持
と
処
分
」
と
に
関
す
る
社
会
的
観
点
か
ら
の
利
益

衡
量
は
、
ま
た
同
時
に
、
同
意
に
基
づ
く
行
為
は
社
会
・
共
同
体
に
対
し
有

害
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
社
会
的
義
務
の
根
拠
で
も
札
旬
。

こ
の
よ
う
な
考
え
の
応
用
と
し
て
、
イ
ヱ
シ
ェ
ッ
ク
は
懸
案
と
な
っ
て
い

る
同
意
傷
害
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
叙
述
す
る
。
す
な
わ
ち
、
健
康
は
生

命
と
同
様
、
社
会
に
お
け
る
人
間
の
大
部
分
の
使
命
充
足
の
大
前
提
で
あ

り
、
そ
の
保
持
に
は
公
的
利
益
が
存
在
す
る
の
で
、
傷
害
の
同
意
に
は
制
限

(

v

b

)

 

が
謀
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
と
。
そ
し
て
具
体
的
に
は
、
重
大
、
永
続
的
傷
害

{
6
}
 

は
禁
止
さ
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
同
意
殺
害
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
刑
法
二
一

六
条
の
可
罰
性
も
、
同
様
の
理
由
で
肯
定
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
万

ツ
ィ
プ
プ
は
、
生
命
は
総
じ
て
、
身
体
の
完
全
性
は
個
々
の
発
厳
に
お
い
て
、

共
同
体
に
と
っ
て
非
常
に
重
大
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
決
定
権

の
全
部
あ
る
い
は
一
部
を
共
同
体
自
身
が
留
保
す
る
と
ヨ
一
口
う
。
つ
ま
り
ツ
ィ

プ
フ
は
、
こ
の
価
値
衡
量
を
処
分
権
限
の
抽
象
的
承
認
の
問
題
に
転
換
し

て
、
生
命
に
つ
い
て
は
個
人
に
そ
の
処
分
権
は
保
持
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、

こ
れ
に
対
し
て
身
体
に
つ
い
て
は
個
人
の
処
分
権
保
持
が
場
合
に
よ
っ
て
制

限
さ
れ
る
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
認
め
る
の
で
あ
る
。

(

1

)

本
稿
第
二
章
第
三
節
二
参
照
。
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(
2
)
』
E
n
r
m
n
F
門

-h
ミ町、ふ志向込
C
-
ω
ω
C
U山

N
J
F
〔
同
町
民
国
宅
止
と
h
R
苫句〕・

ω・
ωN・
ツ
ィ
プ
フ
は
こ
の
利
益
対
立
は
、
個
人
的
法
益
の
侵
害
に
際
し

て
は
基
本
的
に
自
己
決
定
優
位
の
方
向
に
決
せ
ら
れ
て
い
る
と
主
張
す

る
(
〔
玄
E
g
n
y
-
N
6
0・
ω
-
N
U∞)。

(

3

)

何
ゲ
ぬ
ロ

ω
c
E
m
円
同
。
。

=o-
。
、
さ
え
』
言
、
.
h

句
、
b
h、
時
三
田
町
.
弘
之
内
向
・

苦
儀
礼

EN
め
マ
R
H
L

守
町
内
暑
な
な
除
、
.
h
(
回
。
ュ

5
1
z
o
d司
J

同O
H
r
-
H由
、
吋

A3
・
ω・
5
品・

ま
た
同
意
を
保
護
の
放
棄
と
理
解
さ
れ
る
滝
川
博
士
は
、
「
被
害
者
に

同
意
の
自
由
を
認
め
る
利
益
が
、
同
意
に
基
く
行
為
か
ら
生
ず
る
侵
害

を
償
う
に
足
ら
な
い
場
合
(
例
え
ば
殺
人
に
対
す
る
同
意
、
堕
胎
に
対

す
る
同
意
)
は
、
原
則
と
し
て
行
為
の
違
法
性
を
阻
却
し
な
い
」
と
述

べ
ら
れ
る
(
滝
川
、
前
掲
『
刑
法
各
論
』
四
二
頁
、
同
『
犯
罪
論
序
説
』

有
斐
閣
・
一
九
四
七
、
八
七
頁
〉
。

(

4

)

他
人
の
犠
牲
に
お
い
て
笑
現
さ
れ
た
自
由
は
社
会
的
価
値
の
対
立
物

で
あ
る

G
0
2
r
o
n
F
〔h
司、目、守輔、円』〕・

ω
・
ω。
f
N
J
F
〔
同
町
民
詰
き
ご
と
-

h
S長
V
ω
・
ω日
)
。
〈
巴
・
〔
冨
2
5
n
r
'
N
J
0・
ω-Nω
∞・

(
5
)
]
g
n
r
E
H
r・〔
h
ミミ守宮内回〔〕・

ω
・
ωON噌

ω。品・

ハ
6
〉
何
げ
や
・

ω
-
u
o品
同
・
そ
し
て
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
ド
イ
ツ
刑
法

二
二
六
条

a
の
存
在
を
肯
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
し
同
規
定
の
実

際
の
適
用
は
道
学
者
然
と
し
て
い
る
と
批
判
す
る
(
ゆ
『
《

γω
・
ω
。印)。

〈
7
)
N
G
F
Q以
苫
さ
む
と
h
R
苫
h
u
・
ω
・
ωω
・印∞

1
8・
そ
れ
故
、
ド
イ
ツ
刑
法

二
二
六
条

a
を
処
分
権
限
の
制
限
規
定
と
捉
え
る
(
巾

E
-
ω
・
8lω
叶)。

な
お
本
稿
第
二
章
第
三
節
一
注
(
日
〉
参
照
。

法
益
保
持
に
関
す
る
社
会
・
共
同
体
の
利
益
の
存
在
に
よ
っ
て
同
意
効
力

北法3H2・368)768

に
限
界
を
設
定
す
る
、
イ
ェ
シ
ェ
ッ
夕
、
ツ
ィ
プ
フ
等
の
方
法
は
、
他
主
体

の
利
益
の
存
在
を
考
慮
す
る
、
従
来
の
手
法
と
同
一
の
志
向
を
示
す
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
更
に
法
益
の
処
分
権
ま
で
も
社
会
的
価
値
と
し
て

取
り
上
げ
、
そ
の
た
め
社
会
的
観
点
だ
け
で
の
利
益
衡
量
一
に
よ
っ
て
限
界
を

画
そ
う
と
い
う
の
は
、
従
来
の
手
法
を
今
一
歩
進
め
る
試
み
と
言
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
上
位
的
視
点
か
ら
個
人
の
同
意
効
力
に
限
界
を
設

定
し
う
る
の
は
、
個
人
が
社
会
・
共
同
体
の
利
益
の
た
め
に
存
在
し
て
い
る

と
い
う
前
提
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
確
か
に
そ
れ
を
全
く
否
定
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
社
会
・
共
同
体
の
利
益
と
い
う
の
は
、
法

の
存
在
・
適
用
に
関
す
る
利
益
と
し
て
度
々
確
認
し
た
よ
う
に
、
法
的
に
保

護
さ
れ
た
利
益
で
は
な
く
て
、
社
会
・
共
同
体
の
持
つ
二
般
抽
象
的
あ
る
い

は
間
接
的
な
事
実
上
の
利
益
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
事
実

上
の
利
益
衡
量
と
、
か
つ
ま
た
個
人
の
自
己
決
定
の
優
先
と
い
う
法
政
策
的

選
択
と
か
ら
、
た
と
え
ば
生
命
・
身
体
は
そ
の
個
人
に
帰
属
し
か
っ
そ
の
倒

人
の
た
め
に
保
護
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
、
既
に
立
法
の
際
に
決
定
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
個
々
の
事
件
ご
と
に
再
び
上
位
〈
社
会
)
的
観
点

か
ら
具
体
的
衡
量
を
行
な
う
必
要
は
無
い
の
で
あ
っ
て
、
先
に
存
在
す
る
法



政
策
的
決
定
か
ら
の
帰
結
を
求
め
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
既
決
さ

れ
て
い
る
法
の
衡
量
一
結
果
の
確
認
と
そ
の
目
的
の
把
握
と
が
、
同
意
効
力
の

限
界
論
の
説
示
の
た
め
に
要
求
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

イ
ェ
シ
ヱ
ッ
ク
、
ツ
ィ
プ
フ
等
の
価
値
衡
量
と
い
う
基
準
か
ら
得
ら
れ
る

の
は
、
結
局
立
法
論
的
提
言
の
域
に
止
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、
現
行
法
の
解

釈
の
場
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味

で
、
こ
の
上
位
的
観
点
か
ら
の
価
値
衡
量
論
は
、
法
解
釈
を
行
な
う
上
で
の

方
法
論
を
誤
っ
て
お
り
、
正
当
化
事
由
一
般
に
対
す
る
統
一
的
視
点
の
提
示

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

刑法における被害者の同意 (2・完〕

(
1
〉
〈
m-・
ω口
忠
め
ロ
唱

2
p
-
円

hss宮内リ
F
〕凶
N
-

〉口出・・

ω・
]
F
N
U
・

(

2

)

も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
が
無
条
件
に
本
人
の
自
律
的
支
配

に
任
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
守
色
・

∞
口

F
B
E
r閉
口
曲
。
ア
〔
h
n
p、申書リ

F〕・

ω・
N
由∞)。

(
3
〉
ツ
ィ
プ
フ
が
、
こ
の
価
値
衡
量
を
具
体
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
個

人
の
処
分
権
限
の
抽
象
的
承
認
の
問
題
で
あ
る
と
指
摘
し
た
の
は
(
本

章
本
節
一
注

(
7
〉
参
照
て
そ
の
限
り
で
は
ま
さ
に
正
し
い
。
ア
ル
ツ

ト
も
こ
の
衡
長
の
「
日
般
的
」
性
格
を
強
調
す
る
(
〉
H
N
Y

白
・
目
・
。
・

ω・
品
位
・
)
。
ま
た
、
曾
根
、
前
掲
「
『
被
害
者
の
承
諾
』
と
犯
罪
論
体
系
」

七
六
頁
参
照
。

(

4

)

ノ
ル
が
「
法
律
」
の
客
観
的
評
価
を
指
摘
し
た
の
に
は

(Zo--

〔

h
Sき
む
同
合
一
さ
f
帽
〕
岨
向
山
・
凸
〔
}
)
、
正
し
い
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
が
、
現
実
に
は
法
的
で
は
な
く
、
事
実
的
な
「
客
観
的
」
評
価
が

対
象
と
さ
れ
て
い
る
(
本
章
第
四
節
一
参
照
〉
。

(

5

)

同
意
問
題
と
社
会
理
論
と
の
連
結
は
客
観
主
義
的
傾
向
を
導
き
、
そ

れ
は
な
る
程
上
位
的
目
的
設
定
へ
の
方
向
づ
け
に
お
い
て
、
特
に
衡
量

的
違
法
性
考
察
と
は
一
致
す
る
。
け
れ
ど
も
そ
こ
に
お
い
て
は
、
同
意

の
個
人
主
義
的

l
自
律
的
意
味
内
容
が
無
視
さ
れ
て
い
る
(
百

O
R
a
-

F
P
。
・

ω
-
H
S。
な
お
以
上
の
批
判
は
、
日
本
に
お
け
る
社
会
的
相

当
説
へ
の
同
意
の
包
摂
に
も
妥
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
ハ
福
田
平
『
新

版
刑
法
総
論
』
有
斐
閣
・
一
九
七
六
、
二
二
三
頁
等
参
照
〉
。

第
四
節

「
パ
タ

l
ナ
リ
ズ
ム
」

ノ
ル
の
指
摘

ノ
ル
は
同
一
個
人
に
帰
属
す
る
価
値
の
衡
量
に
よ
っ
て
同
意
効
力
を
説
明

し
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
効
力
範
囲
を
論
定
し
て
い
た
が
、
決
し
て
法
の
評

価
・
使
命
の
指
摘
を
忘
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
、
同

意
殺
害
に
関
し
て
ス
イ
ス
刑
法
一
一
四
条
(
要
求
に
よ
る
殺
人
)
に
触
れ
、
次

の
よ
う
な
理
由
か
ら
そ
の
違
法
性
を
首
肯
し
て
い
る
点
に
見
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
生
命
と
い
う
法
援
は
、

「
自
己
価

法
律
の
規
制
に
お
い
て
最
高
の

値
」
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
当
該
人
間
に
と
っ
て
の
「
絶
対
的
価
値
」
で
も
あ

北法31(2・369)769
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る
。
加
え
て
生
命
は
、
法
律
の
評
価
に
よ
る
と
最
も
「
基
本
的
価
値
」
で
あ

り
、
「
こ
の
法
律
の
客
観
的
評
価
が
非
常
に
一
義
的
か
つ
強
力
な
の
で
、
そ
れ

と
並
ん
で
被
害
者
の
主
観
的
評
価
が
成
立
し
え
な
い
」
の
で
あ
る
、
と
言
う
。

つ
ま
り
ノ
ル
は
、
法
益
と
法
益
処
分
権
と
を
中
心
に
据
え
る
具
体
的
価
値
衡

量
に
よ
る
こ
と
な
く
、
実
際
に
は
、
生
命
は
そ
の
喪
失
が
永
続
的
、
回
復
不

能
の
、
そ
し
て
他
の
如
何
な
る
価
値
に
よ
っ
て
も
償
い
え
な
い
も
の
で
あ
る

と
い
う
、
法
律
の
先
験
的
価
値
観
の
指
摘
と
そ
の
法
律
の
規
制
の
了
解
と
か

ら
、
同
意
効
力
に
限
界
を
設
定
し
て
い
る
の
で
あ
お
↑
同
様
の
思
考
は
傷
害

に
つ
い
て
も
現
わ
れ
て
い
る
。
個
人
主
義
的
基
本
観
を
持
つ
ス
イ
ス
法
に
お

い
て
は
、
基
本
的
に
は
個
人
が
肉
体
の
所
有
者
で
あ
る
が
、
そ
の
反
面
立
法

者
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
自
由
意
思
的
同
意
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
身
体

の
完
全
性
及
び
健
康
に
関
す
る
「
個
人
の
真
の
幸
福
」
を
保
護
し
よ
う
と
も

し
て
い
る
、
と
い
う
主
張
が
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
背
反
す
る
要
求
を

解
決
す
る
た
め
に
、
「
侵
害
の
重
大
性
と
目
的
」
と
い
う
基
準
が
提
示
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
以
上
の
ノ
ル
の
主
張
に
は
、
法
律
の
先
験
的
評
価
を
支
え

る
根
拠
、
あ
る
い
は
法
の
後
見
的
使
命
を
促
す
理
由
に
つ
い
て
の
説
明
が
、

全
く
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
国
家
・
共
同
体
の
利
益
と
い
う
上
位
的

観
点
を
招
絶
し
、
個
人
の
自
己
決
定
を
価
値
と
し
て
尊
重
す
る
こ
と
を
企
て

る
ノ
ル
に
と
っ
て
、
こ
の
銅
山
拠
・
理
由
の
解
明
が
な
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
か

え
っ
て
彼
の
個
人
主
義
的
意
図
が
完
全
に
反
放
に
さ
れ
る
虞
れ
が
あ
る
。
と

り
わ
け
、
同
意
傷
害
へ
の
法
的
干
渉
の
射
程
を
探
る
た
め
に
は
、
個
人
主
義

的
法
的
保
護
と
後
見
的
法
的
使
命
と
の
関
連
伎
の
解
明
が
是
非
と
も
必
要
で

あ
る
。
支
持
根
拠
が
欠
如
し
て
い
る
基
準
に
は
、
具
体
的
適
用
の
万
向
が
定

ま
ら
な
い
と
い
う
根
本
的
欠
陥
が
あ
る
。

こ
の
支
持
根
拠
の
欠
如
と
い
う
非
難
は
、
正
し
く
も
法
益
保
護
の
目
的
の

強
調
か
ら
出
発
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
l
の
見
解
に
も
、
ま
た
妥
当
す

る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
ー
は
同
意
効
力
の
限
界
に
つ
き
、
「
人
聞
の
尊
厳

(呂町ロ田口
roロ
者
出
『
色
合
)
」
と
い
う
観
点
を
導
入
し
、
「
個
人
の
尊
厳
は
他
人
の

態
度
要
求
と
し
て
だ
れ
も
処
分
し
え
な
い
」
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ

の
人
間
の
尊
厳
と
い
う
形
象
が
、
先
験
的
価
値
と
し
て
唐
突
に
登
場
す
る
点

(
7
)
 

に
ま
さ
に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。
個
人
の
自
律
の
尊
重
と
い
う
法
益
保
護

の
目
的
と
こ
の
形
象
と
の
関
係
が
、
適
切
に
説
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま

た
彼
の
所
説
に
従
え
ば
、
同
意
効
力
の
限
界
は
、
尊
重
要
求
(
従
っ
て
法
的

保
護
の
必
要
性
)
を
個
人
の
自
律
が
支
配
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
人
間
の
尊

{
8
V
 

厳
が
支
配
す
る
の
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
、
個
人
の

自
由
と
人
間
の
尊
厳
と
の
衝
突
が
具
体
的
に
は
い
か
に
し
て
解
決
さ
れ
る
の

か
、
全
く
不
明
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
人
間
の
尊
厳
の
意
味
内
容
が
暖
味

北法31(2・370)770



で
あ
り
、
基
準
と
し
て
の
客
観
性
・
指
導
性
に
欠
け
る
憾
み
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。被

害
者
の
同
意
効
力
を
法
益
の
法
的
保
護
の
目
的
か
ら
説
明
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
限
界
論
も
ま
た
同
じ
く
、
法
的
保
護
の
目
的
か
ら
説
示
す
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ

l
、
加
え
て
ノ
ル
の
論
述
は
、
二

{
M
V
 

一
万
論
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
誇
り
を
免
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

刑法における被害者の同意 (2・完〉

(
1
)
Z
o
-
-
-
〔
恩
誼
さ
む
な
h
ミ
pb-ω
・
芯
・
他
に
「
自
由
」
の
永
続
的
か
っ

完
全
な
否
定
も
、
「
生
命
」
の
否
定
と
全
く
同
じ
く
絶
対
的
に
違
法
で
、

正
当
防
衛
・
緊
急
避
難
等
は
別
と
し
て
、
他
の
い
か
な
る
目
的
に
よ
っ

て
も
正
当
化
さ
れ
な
い
と
言
う

(0σι
・)。

(

2

)

何
ゲ
《
了

ω
∞
。
・
ノ
ル
が
価
値
衡
量
を
放
棄
し
て
い
る
こ
と
は
、
生
命

は
、
そ
れ
が
法
益
の
担
い
手
あ
る
い
は
他
者
に
と
っ
て
、
「
有
益
」
、
「
無

益
」
そ
し
て
「
有
害
」
の
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
保
護
さ
れ
る
、
と
い
う

主
張
か
ら
も
更
に
明
ら
か
と
な
る
な

rp.ω
・叶由)。

ハ
3
)
何ゲ《凶

4ω
・
∞
ゲ
∞
ω
・

(

4

)

そ
れ
に
従
う
と
次
の
よ
う
に
な
る
な

r
?
ω
・
ミ
ご
。

(
I〉
同
意

者
へ
の
軽
微
な
傷
害
は
、
行
為
の
目
的
が
非
難
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
時
の
み
違
法
で
あ
る
。

(

E

)

重
大
な
傷
害
は
、
そ
の
目
的
が
侵
害

の
重
大
性
と
の
関
係
に
お
い
て
正
当
な
時
の
み
合
法
で
あ
る
。
ハ
直
)

同
意
が
傷
害
の
違
法
性
を
阻
却
し
な
い
全
て
の
場
合
に
お
い
て
、
同
意

は
超
法
規
的
軽
減
事
由
と
し
て
考
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ー
な
お
、

金
沢
、
前
掲
「
人
体
実
験
の
適
法
性
の
限
界
」
一
一
一

O
l
一
二
三
頁
、

吉
田
、
前
掲
論
文
、
一
回
九

i
一
五
一
一
良
参
照
。

ハ
5
)
ノ
ル
の
基
準
は
前
注

(
4
〉
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
結
局
自
ら
が

拒
否
し
た
上
位
的
観
点

(Zo--・
〔
思
認
さ
む
な
h
H
h
w
H
b
・
ω・
4
P
∞N
)

か

ら
の
説
一
部
に
傾
い
て
い
る
。
そ
れ
故
、
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
等
と
同
列
に
置

か
れ
る
の
で
あ
る
。

(
6
)
ω
n
y
g広
}
困
問

5
0ア
〔

hs‘ふさ
F
U一・
ω

N
叶
N-
日
本
で
は
、
藤
木
英
雄

『
刑
法
講
義
総
論
』
(
弘
文
堂
・
一
九
七
五
)
一
九
三
頁
参
照
。
な
お

内
田
教
援
は
、
「
人
間
の
尊
厳
」
を
「
処
分
意
思
そ
の
も
の
を
生
み
だ

す
前
提
」
と
理
解
し
て
使
用
さ
れ
る
が
、
示
唆
的
な
指
摘
で
あ
る
(
内

田
、
『
総
論
』
一
四
六
頁
)
。

(

7

)

ヒ
ル
シ
ュ
も
、
シ
ュ
ミ

y

ト
ホ
イ
ザ
l
の
限
界
論
に
は
出
発
点
と
の

札
機
が
一
不
さ
れ
て
い
る
と
批
判
す
る
(
出
可
2
7
H
W
5
4匂
ニ
ロ
関
口
口
町

E
ロ
ι

ω己
σえ
吉
田
己

S
E
E
m
-
ω
-
a
b。

(
8
〉
た
と
え
ば
、
法
秩
序
は
個
人
に
生
命
に
つ
い
て
の
自
律
的
支
配

(田口件。ロ
0
5
0
出口一一
Z
X
)

を
容
認
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
身
体
の
完
全
性

と
活
動
の
自
由
に
対
す
る
攻
撃
に
は
、
「
人
間
の
尊
厳
」
が
放
棄
で
き

な
い
限
界
を
置
く
と
雪
国
う
。
そ
し
て
、
人
間
の
尊
厳
に
よ
っ
て
修
正
さ

れ
た
「
善
良
の
風
俗
」
が
、
傷
害
罪
に
つ
い
て
は
ド
イ
ツ
刑
法
二
二
六

条

a
の
適
用
と
し
て
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
更
に
監
禁
罪
に
も
適
用
さ
れ

る
と
結
論
づ
け
る

(ω
口
y
g
-
L
F悶
E
Eア
〔
h
同
』
四
一

M
6
R円
旨
〕
一
噂

ω
-
N
叶同町・)。

(

9

)

シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
l
自
身
も
、
人
間
の
尊
厳
が
包
括
的
価
値
公
式

で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
法
適
用
に
よ
る
内
容
補
充
の
必
要
性
を

北法31(2・371)771
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説
い
て
い
る

(
o
r
p
-
ω
-
N叶
ω)。

(
叩
山
〉
曾
根
、
前
掲
「
『
被
害
者
の
承
諾
』
の
違
法
阻
却
根
拠
」
=
一
四
五
頁
。

シ
ュ
ト
ラ

l
テ
ン
ベ
ル
ト
の
見
解

被
害
者
の
同
意
の
限
界
に
関
す
る
叙
述
に
際
し
て
、
法
益
保
護
の
目
的
に

言
及
す
る
必
要
に
気
づ
い
た
の
は
、
や
は
り
シ
ュ
ト
ラ

l
テ
ン
ベ
ル
ト
で
あ

っ
た
。
彼
は
、
「
自
由
の
一
時
的
行
使
」
に
よ
っ
て
「
取
り
返
し
の
つ
か
な
い

あ
る
い
は
根
本
的
な
侵
害
が
実
現
さ
れ
る
」
時
に
は
、
個
人
の
自
由
は
倒
人

自
ら
か
ら
も
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
そ
の
理
由
を
今
指
摘

し
た
法
益
保
護
の
目
的
か
ら
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
益
が
刑

法
上
保
護
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
自
由
の
最
小
限
度
の
基
盤
を
形
成
す

る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
故
こ
の
基
盤
を
守
る
た
め
に
は
、
ま
た
自
由
の
行
使

{
1
)
 

と
言
え
ど
も
制
限
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
、
と
。
そ
し
て
こ
れ
を
シ
ュ

ト
ラ
l
テ
ン
ベ
ル
ト
は
、
「
他
人
の
怠
思
の
援
用
に
限
界
を
設
定
し
、
『
正
し

く
理
解
さ
れ
た
(
唱
。

E
Z
H凹
S
ロ仏

g)』
利
益
の
考
慮
を
命
ず
る
、
他
人
に

対
す
る
社
会
的
責
任
で
ふ
れ
れ
」
と
言
う
。
具
体
的
事
例
に
即
し
て
見
て
み
る

と
、
生
命
の
故
意
の
抹
殺
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
一
一
一
六
条
の
文
言
よ
り
明
ら
か

に
可
罰
的
で
あ
る
が
、
そ
の
わ
け
は
、
「
こ
の
場
合
、
自
由
が
問
題
と
な
っ

て
い
る
個
人
の
否
定
が
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
更
に
傷
害
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
二

二
六
条

a
が
「
善
良
の
風
俗
」
を
基
準
と
し
て
規
定
す
る
が
、
そ
の
場
合
で

も
決
定
的
な
の
は
、
本
人
の
正
し
く
理
解
さ
れ
た
自
由
の
利
誌
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
従
っ
て
、
軽
微
で
一
過
性
の
傷
害
は
、
本
人
の
自
己
決
定
の
基
盤

の
損
傷
が
持
続
せ
ず
、
善
良
の
風
俗
に
は
反
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
根
本

的
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
侵
襲
は
、
少
な
く
と
も
支
持
で
き
る
理
由
が
あ

(
4
}
 

る
の
で
な
け
れ
ば
、
実
際
上
許
容
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
シ

ュ
ト
ラ
l
テ
ン
ベ
ル
ト
は
、
同
意
に
よ
っ
て
侵
害
が
許
容
さ
れ
な
い
場
合
で

も
、
同
意
の
存
在
が
違
法
性
を
軽
減
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
認
め
て
い
る
。

以
上
に
展
開
さ
れ
た
シ
ュ
ト
ラ

1
テ
ン
ベ
ル
ト
の
主
張
は
、
お
よ
そ
っ
ハ

タ
1
ナ
リ
ズ
ム
(
宮
片
足
ロ
巳
2
8
)」
一
般
の
承
認
を
説
く
も
の
で
は
な
い
。
自

由
の
最
小
限
度
の
基
盤
を
保
護
す
る
た
め
に
、
個
人
の
自
由
の
一
時
的
行
使

を
制
限
す
る
こ
と
の
帰
結
と
し
て
の
、
「
後
見
」
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で

{
7
)
 

あ
り
、
そ
れ
も
同
意
の
援
用
を
「
他
人
」
に
禁
止
し
、
か
つ
正
し
く
理
解
さ

れ
た
利
益
の
考
慮
を
「
他
人
」
に
命
ず
る
と
い
う
消
極
的
形
式
に
お
い
て
で

あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
個
人
の
真
の
卒

(
8
}
 

福
を
保
護
す
る
パ
タ

I
ナ
リ
ズ
ム
の
一
般
的
導
入
如
何
で
は
な
く
て
、
「
自
自

の
最
小
限
度
の
基
盤
を
保
護
す
る
た
め
に
、
個
人
の
一
時
的
な
自
由
行
使
を

制
限
す
る
」
と
い
う
基
準
の
当
否
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
の
際
決
定
的
な

の
は
、
個
人
の
自
律
・
自
己
決
定
の
尊
重
と
い
う
法
益
保
護
目
的
と
、
自
由

北法31(2・372)772



の
設
小
限
度
の
基
盤
と
し
て
の
法
益
の
保
護
と
い
う
考
え
と
が
、
矛
盾
な
く

一
元
論
的
に
理
解
で
き
る
か
否
か
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
他

人
に
対
す
る
社
会
的
責
任
」
は
、
前
の
基
準
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
生
ず

る
結
果
で
あ
っ
て
、
そ
の
基
準
を
根
拠
づ
け
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
こ
と
言

う
ま
で
も
な
い
。

刑法における被害者の同意 (2・完〕
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〈
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2
p
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hsる
さ
3
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H-
〉己品目・・

ω・
HNN・

(
8
)
法
の
パ
タ
l
ナ
リ
ズ
ム
機
能
に
つ
い
て
、
出
R
T
G
H
V
・口
F
-
2司
-
H
Y

U
H
(小
谷
野
、
前
掲
論
文
、
一
一
一
、
一
一
七
頁
参
照
)
、
平
野
、
前

掲
『
刑
法
の
基
礎
』
一

O
一
!
l
一
一
五
頁
参
照
。
な
お
そ
の
一

O
七
頁

で
平
野
教
授
は
、
「
少
な
く
と
も
古
い
意
味
の
バ
タ

l
ナ
リ
ズ
ム
は
こ

れ
を
刑
法
の
世
界
か
ら
除
去
し
減
少
さ
せ
て
ゆ
く
の
が
、
近
代
刑
法
の

姿
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
る
が
、
こ
れ
と
同
様

の
思
考
が

γ
ュ
ト
ラ
l
テ

γ
ベ
ル
ト
の
考
え
の
基
礎
に
も
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

(

9

)

出
町
2
7
目
ロ
ー
-
-
仲
間
口
口
m
zロ仏

ω巳
σ
2
Z
m
E
H
M
g
E
M問・

ω・
JahH・

な
お
、
須
之
内
、
前
掲
「
刑
法
に
お
け
る
『
自
己
決
定
』
に
関
す
る
一

考
」
九

O
i九
一
頁
参
照
。

、
ル
の
閉
山
一
澗
山

シ
ュ
ト
ラ
l
テ
ン
ベ
ル
ト
は

一
万
で
財
・
利
益
に
関
す
る
個
人
の
自
律

を
強
調
し
て
、
同
意
の
効
力
を
基
礎
づ
け
、
他
方
で
自
由
の
最
小
限
度
の
基

盤
と
し
て
の
財
・
利
益
を
一
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
意
の
効
力
に
限
界
を
設

定
し
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
結
論
を
導
き
、
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
視
点

を
止
揚
す
る
思
想
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
疑
問
に
答
え
る
も
の
と
し
て
こ
こ
で
は
、
人
聞
の
自
由
を
理
想
主
義
的
個

(
1
}
 

人
主
義
の
立
場
か
ら
説
い
た
、
ミ
ル
(
冨
巳
)
の
思
想
を
取
り
上
げ
、
以
下

の
検
討
の
材
料
と
し
て
み
た
い
。
ち
な
み
に
ミ
ル
が
意
図
し
て
い
た
の
は
、

，
{
2〉

個
人
と
社
会
と
の
自
由
の
分
配
に
関
す
る
一
般
的
な
議
論
で
あ
っ
た
が
、
こ

こ
で
は
テ
l
マ
と
の
関
係
上
、
個
人
に
分
配
さ
れ
た
自
由
の
意
義
及
び
そ
の

北法31(2・373)773

必
要
性
だ
け
に
的
を
絞
っ
て
、
彼
の
所
説
を
追
う
に
止
め
る
。

ミ
ル
は
、
「
個
人
は
彼
自
身
に
対
し
て
、
す
な
わ
ち
彼
自
身
の
肉
体
と
精

神
と
に
対
し
て
は
、
そ
の
主
権
者
な
の
で
あ
る
)
」
と
言
う
。
そ
し
て
「
自
分



研究ノート

自
身
の
責
任
と
危
険
と
に
お
い
て
な
さ
れ
る
限
り
は
」
、
他
人
に
は
、
個
人
が

自
己
の
生
活
を
自
己
の
利
益
の
た
め
に
、
自
己
の
選
ん
だ
仕
方
で
処
理
す
る

こ
と
を
禁
ず
る
権
利
は
な
い
と
帰
結
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
そ
の
人
こ
そ
、

彼
自
身
の
幸
福
に
最
大
の
関
心
を
も
っ
て
い
る
人
な
の
で
あ
る
」
九
日
で
あ

り
、
ま
た
そ
の
反
面
と
し
て
、
公
衆
は
そ
の
個
人
の
喜
び
ゃ
便
宜
に
対
し
て

完
全
な
無
関
心
を
も
っ
て
こ
れ
を
看
過
し
、
「
彼
ら
自
身
の
好
む
と
こ
ろ
だ

け
を
考
慮
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
指
摘
お
か
。
こ
の
よ
う
な
方

向
で
の
個
人
の
自
律
の
強
調
は
、
個
人
の
「
他
人
」
か
ら
の
自
由
の
必
要
性

を
論
証
す
る
試
み
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。

さ
て
、
以
上
の
自
由
の
消
極
的
意
味
を
踏
ま
え
て
、
ミ
ル
は
自
由
の
積
極

的
意
味
を
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
人
間
は
誤
り
の
な
い
も

の
で
は
な
い
」
の
で
、
異
な
っ
た
意
見
の
存
在
、
異
な
っ
た
生
活
の
実
験
の

存
在
は
、
人
間
が
不
完
全
で
あ
る
閑
は
有
益
で
あ
る
。
こ
の
意
見
・
行
為
の

て相
そ遠
のを
た導
めく
にー tこ
t土は;

個「
個

人
げ性

百が
自
由コ
がヒ
必之

君主
の 2

る
で旨

212 、-1"1ミ
L 望
、ま

まし
ι し、
れ L
自
由そ
t土し

個
人
に
選
択
の
可
能
性
を
担
保
す
る
が
、
こ
の
「
自
ら
の
選
択
」
こ
そ
が
、

「
知
覚
、
判
断
、
識
別
す
る
感
情
、
心
的
活
動
、
さ
ら
に
進
ん
で
道
徳
的
選

択
に
至
る
人
間
的
諸
機
能
」
を
練
磨
さ
せ
る
の
で
あ
る
と
言
う
。
つ
ま
り
こ

れ
ら
諸
機
能
は
、
「
筋
肉
の
刀
と
同
様
」
、
使
用
さ
れ
て
初
め
て
改
善
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
換
一
一
目
す
れ
ば
、
「
自
由
と
状
況
の
多
様
性
」
と
が
、
「
自
ら
の
選

択
」
を
通
し
て
「
個
性
の
活
力
と
相
違
」
と
を
生
み
出
し
、
こ
の
二
つ
が
結

合
し
て
「
独
創
力
」
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
抗
日
こ
の
独
創
力
の
価
値
が
第
一

次
的
に
は
個
人
に
結
び
つ
く
の
か
、
そ
れ
と
も
社
会
に
直
接
結
合
す
る
の
か

に
つ
い
て
、
も
ち
ろ
ん
ミ
ル
は
前
者
を
選
択
し
、
個
人
の
幸
福
に
結
び
つ
け

て
構
成
す
る
。
従
っ
て
、
国
家
の
幸
福
は
個
人
の
幸
福
の
総
和
と
立
論
す
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
自
由
は
、
個
人
の
自
ら
の
選
択
の
可
能
性
、
そ

れ
故
個
々
の
自
由
行
使
の
継
続
的
保
障
と
し
て
、
多
様
に
発
展
す
る
個
性
を

目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
結
論
の
意
味
は
、
奴
隷
契
約
に
関
す
る
ミ
ル
の
論
述
の
中
で
一
一
層
明

瞭
に
な
る
。
す
な
わ
ち
ミ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
己
れ
を
奴
隷
と
し
て
売

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
彼
は
そ
の
一
回
の
行
為
以
外
に
は
将
来
永
久
に
己
れ

の
自
由
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
放
に
、
自
分

自
身
を
拘
束
さ
れ
ず
に
処
理
す
る
こ
と
を
正
当
化
し
よ
う
と
い
う
当
の
目
的

を
、
彼
は
自
分
で
破
滅
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
:
:
・
自
由
の
原
理
は
、
自

由
を
棄
て
る
こ
と
も
ま
た
自
由
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と

(
U
}
 

を
要
求
し
え
な
い
」
と
。
自
由
を
自
ら
の
選
択
と
い
う
個
々
の
自
由
で
は
な

く
、
そ
れ
ら
を
保
障
す
る
一
つ
の
原
理
体
系
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
「
自
由
放
棄
の
自
由
の
否
定
」
と
い
う
帰
結
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お

北法31(2・374)774



ミ
ル
は
、
「
彼
が
自
発
的
な
意
志
を
も
っ
て
そ
の
境
遇
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

(
四
)

の
だ
と
い
う
、
都
合
の
よ
い
仮
定
」
は
も
は
や
成
立
し
な
い
と
言
う
が
、
こ

れ
は
契
約
法
の
場
合
に
は
妥
当
し
て
も
、
ま
さ
に
事
実
上
の
自
発
的
意
思
を

問
題
と
す
る
、
刑
法
上
の
同
意
の
場
合
に
は
妥
当
し
な
い
議
論
と
考
え
ら
れ

る

刑法における被害者の同意 (2・完〕
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)
-
h
b
g
N
R
3昌
司
苦
て
問
、
室
町
b
.

急向

。
高
誼
N言
色
町
、
-
さ
込
伺
白
遺
骨
同
た
え
な
め

H
S
H
S
N
H
h
守
司
切
な
書
道

S

(
F
o
f
N
F
m
-
ロ
お
)
e
ω
-
N
品
タ
ミ
土
・

(
山
山
)
冨
三
唱
。
司
・
門
戸
了
目
以
・

ω忌
(
『
自
由
論
』
二
二
九
頁
)
・

(
日
)
冨
三
-

O
司・

23HU・
N22・
Q
自
由
論
』
二

O
五

l
二
O
六
頁
〉
・

(
辺
)
宮
ニ
ア

C
官

円

F
M
M
-
N
S
(
『
自
由
論
』
二

O
六
頁
)
・

匹i

括

自
由
は
多
様
に
発
展
す
る
個
性
を
目
的
と
し
、
か
つ
ま
た
前
提
と
し
て
い

る
。
多
様
に
発
展
す
る
個
性
を
放
棄
す
る
形
式
で
の
自
由
の
行
使
は
、
こ
の

目
的
・
前
提
に
違
背
す
る
も
の
と
し
て
、
自
由
の
原
理
体
系
か
ら
は
肯
定
さ

れ
な
い
。
以
上
の
ミ
ル
の
結
論
を
シ
ュ
ト
ラ
l
テ
ン
ベ
ル
ト
の
主
張
と
重
ね

北法31(2・375)775

合
わ
せ
て
み
る
と
、

一
万
に
お
け
る
自
律
・
自
己
決
定
の
尊
重
、
他
方
に
お

け
る
自
律
・
自
己
決
定
の
制
限
は
、
多
様
に
発
展
す
る
個
性
の
存
在
に
お
い

て
、
止
揚
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
導
か
れ
る
。
従
っ
て
被
害
者
の
同
意
効
力
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の
限
界
は
、
そ
の
同
意
に
基
づ
く
行
為
が
、
自
由
が
当
該
個
人
に
与
え
ら
れ

て
い
る
当
の
目
的
・
前
提
で
あ
る
、
多
様
に
発
展
す
る
個
性
を
否
定
す
る
か

ど
う
か
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
原
理
体
系
と
し
て
の
自
由
が

ー
シ
ュ
ト
ラ
l
テ
ン
ベ
ル
ト
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
個
々
の
自
由
の
最
小
限
度

の
基
盤
が
|
、
ま
さ
に
侵
害
さ
れ
る
場
合
に
の
み
同
意
の
効
力
に
限
界
が
設

定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
そ
の
典
型
と
し
て
、
生
命
を
放
棄
す
る
自
由
は
承
認
で
き
な
い
と

一
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
生
命
に
危
険
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
重

傷
害
の
同
意
も
や
は
り
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
一
日
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
他

の
場
合
に
は
被
害
者
の
同
意
の
存
在
そ
れ
自
体
で
、
当
該
同
意
に
基
づ
く
侵

害
行
為
は
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
肉
体
的
意
味
に

限
っ
て
「
生
命
の
危
険
」
を
強
調
す
る
の
は
、
決
し
て
正
確
な
表
現
と
は
言

い
難
い
。
な
ぜ
な
ら
、
多
様
に
発
展
す
る
個
性
と
は
単
な
る
肉
体
的
な
存
在

を
越
え
、
よ
り
人
格
的
な
内
容
を
も
包
括
す
る
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
た
と
え
ば
生
命
へ
の
危
険
は
な
い
に
し
て
も
、

人
格
の
著
し
い
崩
壊
を
招
く
行
為
(
精
神
に
呉
常
を
来
た
す
薬
物
の
使
用
あ

る
い
は
脳
外
科
手
術
等
〉
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
正
当
化
事

由
た
り
え
な
い
こ
と
、
特
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
「
人
間
の
尊
厳
」
と
い

う
言
葉
を
、
こ
の
よ
う
な
人
格
的
内
容
を
包
含
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る

な
ら
ば
、
「
人
間
の
尊
厳
」
が
同
意
効
力
に
限
界
を
設
定
す
る
と
言
っ
て
も
よ

い
で
あ
ろ
一

μ
た
だ
「
発
展
す
る
個
性
」
あ
る
い
は
「
人
格
」
と
い
っ
た
概

念
の
把
援
如
何
に
よ
っ
て
は
、
い
た
ず
ら
に
個
人
の
自
律
に
制
約
を
加
え
て

し
ま
う
事
態
も
予
想
さ
れ
る
し
、
そ
も
そ
も
以
上
の
概
念
が
実
践
的
に
役
に

{
5
)
 

立
つ
も
の
か
ど
う
か
に
も
、
ま
た
確
か
に
疑
問
は
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と

は
、
現
段
階
で
は
人
間
精
神
の
諸
活
動
に
関
す
る
科
学
が
、
個
性
・
人
格
を

完
全
に
解
明
す
る
ま
で
に
は
至
つ
て
な
い
こ
と
か
ら
生
ず
る
巳
む
を
え
な
い

事
情
で
あ
っ
て
、
決
し
て
こ
の
「
個
性
あ
る
い
は
人
格
あ
る
生
命
の
危
険
」

と
い
う
基
準
が
持
つ
、
理
論
的
欠
陥
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
考

え
る
。

(
1
〉

ω丹
門
担
件
。
ロ
君
。

2
F
〔

h
h
b
S里
町
砕
〕

-
M
-

〉
口
昌
二

ω・
H
N
白
・
曾
根
、
前
掲

「
『
被
害
者
の
承
諾
』
の
違
法
阻
却
根
拠
」
三
四
二
|
三
四
三
頁
、
須

之
内
、
前
掲
「
刑
法
に
お
け
る
『
自
己
決
定
』
に
関
す
る
一
考
」
九
二

頁。

(

2

)

億
一
般
、
前
掲
「
『
被
害
者
の
承
諾
』
の
違
法
阻
却
根
拠
」
コ
一
四
三
頁
、

平
野
龍
一
『
刑
法
総
論

E
』
(
有
斐
閣
・
一
九
七
五
〉
二
五
回
頁
。
ま

た
、
内
田
、
『
総
論
』
一
四
六
頁
、
中
野
次
雄
『
刑
法
総
論
概
要
』
(
成

文
堂
・
一
九
七
九
)
一
六
二
頁
参
照
。
な
お
須
之
内
講
師
は
、
傷
害
に

対
す
る
同
意
の
全
て
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
を
示
唆
さ
れ
る
が
ハ
須
之
内
、

前
掲
「
刑
法
に
お
け
る
『
自
己
決
定
』
に
関
す
る
一
考
」
九
二
頁
〉
、

北法31(2・376)776



刑法における被害者の同意 (2・完〉

疑
問
で
あ
る
。

(

3

)

一
例
と
し
て
「
や
く
ざ
が
指
を
つ
め
て
も
ら
う
」
場
合
、
生
命
に
危

険
が
な
け
れ
ば
、
正
当
な
目
的
・
優
越
す
る
利
益
等
の
援
用
は
不
要
と

な
る
(
平
野
、
前
掲
『
刑
法
総
論

E
』
二
五
四
頁
参
照
)
。
藤
木
、

前
掲
書
、
一
九
三
頁
、
阿
部
、
前
掲
論
文
、
四
一
九
頁
は
、
反
対
の
趣

旨
で
あ
る
。
そ
の
他
に
断
種
、
去
勢
そ
し
て
妊
婦
の
身
体
的
利
益
と
係

わ
る
限
り
で
の
堕
胎
の
同
意
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
思
考
を
採
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

(
4
)
ω
n
r
g
E
Y陣
5
2岨〔
h
s
w、~v
叉
忌
〕
-
∞
-

N
叶
日
・
内
田
、
『
総
論
』
一
四

六
頁
。

(

5

)

阿
部
、
前
掲
論
文
、
四
一
八
頁
。
現
実
の
裁
判
の
場
で
は
、
侵
害
行
為

の
持
つ
人
格
へ
の
影
響
よ
り
も
、
行
為
の
目
的
、
侵
害
の
態
様
・
程
度
な

ど
の
考
慮
に
よ
っ
て
事
案
は
解
決
さ
れ
て
い
る
が

(
d
m
「
〔

ωロ
roロ
r0・

ω
n
r
s
L
R〕
-
一
即
日
以

p
同
E
.
4
λ
y
ω
・
5
5
ご
、
こ
れ
は
実
務
的
便

宜
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
理
論
的
要
請
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

(

6

)

非
人
格
的
生
命
の
否
定
と
し
て
の
「
尊
厳
死
」
の
問
題
は
、
人
間
の

尊
厳
を
人
格
に
求
め
る
以
上
の
議
論
と
裏
表
の
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
、

そ
こ
か
ら
直
ち
に
人
格
な
き
生
命
の
撲
滅
と
い
う
結
論
は
導
か
れ
な
い

と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
数
多
く
の
文
献
が

あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
、
宮
川
俊
行
『
安
楽
死
の
論
理
と
倫
理
』
(
東
京

大
学
出
版
会
・
一
九
七
九
)
二
一
二
1
1
6

四
八
頁
を
挙
げ
て
お
く
。
ま
た
ド

イ
ツ
の
最
近
の
議
論
を
一
不
す
も
の
と
し
て
は
、
〉

-rEHWZ円
(yam-Y

~w
ミ
N
H
h出
足

苫

丸

岡

R
H
E
S同
昌
之
同
品
目

h

p
程
遠
白
予
言
ミ
旬
巴
N
R
N
さ
な
崎
町
苧

伺
忌
由
、

E
S
同師、
E
F
N
G
遺

(ωZ片
仲
間
知
円

F

H
甲山芯)・∞
-
H
R
・
を
参
照
。

第
五
節

自
損
行
為

個
人
に
は
、
原
理
体
系
と
し
て
の
自
由
を
放
棄
す
る
自
由
は
認
め
ら
れ
て

い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
本
人
の
自
己
決
定
に
制
限
が
加
え
ら
れ

る
た
め
、
法
益
の
法
的
保
護
の
必
要
性
は
欠
落
せ
ず
、
同
意
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
侵
害
行
為
に
対
す
る
法
的
統
制
が
可
能
と
な
る
。
こ
こ
に
、
同
意
に
基

づ
く
他
人
の
侵
害
行
為
を
可
罰
的
な
も
の
に
す
る
根
拠
が
あ
る
。
た
だ
し

誤
っ
た
自
己
決
定
か
も
し
れ
な
い
に
し
ろ
、
具
体
的
に
は
個
人
の
自
律
に
従

っ
て
い
る
の
で
、
同
意
の
な
い
場
合
よ
り
も
、
可
罰
性
が
軽
減
し
て
い
る
と

評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
以
上
の
過
程
に
第
三
者
が
係
わ
ら
な
い
場
合
、
い
か
に
考
え
た
ら
よ

い
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
被
害
者
と
行
為
者
と
が
同
一
個
人
に
帰
属
す
る

自
損
行
為

(ω
己
5
2
2
Z
Zロ
ロ
也
、
特
に
自
殺
傷
に
つ
い
て
の
可
罰
性
の
議

{
2〉

論
で
あ
る
。

自
殺
ハ
生
命
に
危
険
の
あ
る
白
山
間
も
含
め
て
)
は
、
ま
さ
に
「
自
由
放
棄

北法31(2・377)777

の
自
由
の
否
定
」
の
命
題
が
想
定
す
る
事
態
で
あ
る
。
従
っ
て
、
当
該
行
為

に
対
し
て
は
一
種
の
パ
タ

1
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
、
法
的
干
渉
が
可
能
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
ま
た
そ
こ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
自
殺
の
権
利
」
は
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(
3
)
 

法
的
に
は
承
認
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
自
殺
の
実
行
に
法
的
干
渉
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら

凶
ち
に
法
的
制
裁
の
可
能
性
が
導
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ

イ
ザ

I
は
、
個
人
の
尊
厳
を
「
他
人
」
へ
の
行
為
要
求
と
捉
え
、
ま
た
シ
ュ

ト
ラ
l
テ
ン
ベ
ル
ト
は
、
こ
の
要
求
を
「
他
人
」
に
対
す
る
社
会
的
責
任
と

(
8
)
 

理
解
し
て
い
る
。
こ
の
限
り
で
は
前
名
と
も
、
自
分
を
自
身
か
ら
守
る
法
的

義
務
が
あ
る
と
は
構
成
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
特
に
刑
罰

の
目
的
論
あ
る
い
は
本
質
論
か
ら
見
て
も
、
相
当
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う

の
は
、
自
殺
抑
止
の
た
め
に
刑
罰
を
科
す
に
つ
い
て
は
、
そ
の
功
利
性
に
疑

問
が
あ
る
し
、
ま
た
自
殺
(
未
遂
)
者
の
処
罰
を
正
当
化
す
る
、
応
報
的
理

出
が
あ
る
と
も
思
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
刑
罰
は
「
他
人
へ
の
危
害
」
を

(
7
)
 

前
提
と
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
個
人
に
は
お
よ
そ
一
般
的
な
、
自
分
自

身
の
た
め
に
「
生
き
る
義
務
」
は
な
く
、
従
っ
て
、
そ
の
自
己
義
務
を
前
提

{
8
)
 

と
す
る
制
裁
も
不
可
能
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

自
殺
の
笑
行
に
よ
っ
て
篠
か
に
生
命
は
侵
害
さ
れ
る
が
、
し
か
し
決
し
て

国
家
は
そ
の
個
人
に
生
命
保
持
義
務
を
課
す
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
結
果
、

同
一
個
人
間
で
は
法
的
保
護
の
問
題
が
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ

れ
は
(
広
義
の
)
法
益
侵
害
が
存
在
せ
ず
、
当
該
行
為
は
違
法
で
は
な
い
こ

と
を
意
味
す
る
。
自
殺
の
権
利
は
も
ち
ろ
ん
な
い
が
、
生
存
の
義
務
も
な
い

(
刊
)

と
い
う
意
味
で
、
言
わ
ば
「
放
任
行
為
」
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
(
口
}

現
行
法
が
自
殺
傷
を
犯
罪
構
成
要
件
化
し
て
い
な
い
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
。

北法31(2・378)778

と
こ
ろ
で
自
損
行
為
に
関
与
行
為
が
あ
る
場
合
、
そ
の
可
罰
性
は
、
同
意
侵

望
日
の
可
罰
性
と
同
じ
理
由
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
同
意
者
の
無
罪

は
、
白
損
行
為
の
無
罪
と
同
様
の
根
拠
に
よ
る
。
し
か
し
、
決
し
て
自
損
行

(
日
}

為
と
同
意
侵
害
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

(
1
)
〈
間
-
-
∞
昨
円
三
ぬ
口
君
。

2
7
〔
同

VZロ
N
J
5ロ〕唱

ω・
ιω

(

2

)

カ
ロ
ロ
ナ
及
び
普
通
法
時
代
に
は
自
殺
は
犯
罪
と
考
え
ら
れ
て
い
た

が
(
目
苫
o
f
N
K
R
H伺
尋
問
的
匂
H
E
L
『ミ門戸

E
-
H
・
ω
-
H
∞吋
-
N
U
P

N

印
。
)
、
今
日
の
ド
イ
ツ
に
は
自
殺
の
処
罰
規
定
は
置
か
れ
て
い
な
い
。

な
お
我
が
国
の
刑
法
二

O
二
条
参
照
。

(
3
)
自
殺
の
あ
る
い
は
死
ぬ
権
利
に
つ
い
て
は
、
』
o
m
n
Y
5
4司
m
m
S
F

め
と
F
M
H
遣
。
、
丸
ミ
柏
崎
弘
め
司

3H込
書
。
、
九
時
語
、

bsh同旬
、
位
、
戸
内
(
阿
ハ
釦
門
戸
切
『
E
Y
0
・

]
戸
市
町
斗
印
)
・

ω・
]
F

片
岡
山
]
民
同
問
。
ロ

Y
向
昨
日

-
0
2ロ
m
-
h
w町
h
p
H
h
h
N

札
ぬ
h

h

G
守
町
誼
M
i
l

h
R
F
H
b
R
¥

匂
句
、

ιvs・
N
足
、
、
町
内

bssshuEミ
間
違
ミ
芯
号
、

阿
川
ミ
宮
古
白
色
ぬ

3
2
2唱
え
e
S叶
3
4
ω
'
H
R
を
参
照
。

(

4

)

ミ
ル
は
パ
タ

l
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
の
処
罰
に
対
し
て
、
「
彼
ら
が
何
ら

か
の
無
分
別
な
行
為
を
為
す
の
を
待
っ
て
、
そ
の
後
に
こ
の
行
為
を
理

山
と
し
て
法
律
上
ま
た
は
道
徳
上
の
刑
罰
を
加
え
る
と
い
う
方
法
以
外

に
は
、
方
法
が
な
い
か
の
よ
う
に
論
ず
る
こ
と
に
は
、
賛
成
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
」
と
批
判
す
る
(
冨
ニ
ア

o
-
Y
2了
間
Y
混
同
・
『
自
由



刑法における被害者の同意 (2・完〕

諭
』
一
六
六
頁
)

o

図
。
手
足
門
戸

-HV釦
nr⑦
ア
叫
，
E
同
ト
民
運
九

H
h
b
h
吋』同問

。
ヱ
遣
さ
白
目
句
。
室
リ
h
g苫
(
の
主
凶
向
。
ロ
=
P
H申出向山
)
4
2
y
N品川山
1N品
品

(
5
)
ω
n
r
g丘}同位
CmoF
〔h
司、官、守宮町、
w
〕
-
∞

-N吋
N
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
他
所
で
は
自
殺
は
殺
人
罪
の
構
成
要
件
的
不
法
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る

(Log--ω
巳
r
z
s
D
E
E
L
ω
2
2
C関
口
口
問
。
阿
国

ω巳
『
己
目
。
丘

広
告
に
お
与
岳
吾
作
円

ω
k
z
e
S
H
E切
な
与
、
弘
、
去
、
同
白
苫

h

g
d
p同町
噌

ω・∞
]5)
。

(
6
)
ω
門
司
見
向
ロ
唱
。
ュ
7
・〔
h
ミミ、
~
V
H
a

町、
w
〕・

N-
〉
z-fω
・
HN
。

(

7

)

ど
E
f
q
H
y
n
F
F
w
可

-NN臼
同
・
ま
た
、

Mm
・
モ
l
リ
ス

G
・
ホ
l
キ

γ
ス
『
犯
罪
と
現
代
社
会
上
』
長
島
敦
厳
訳
(
東
京
大
学
出
版
会
・

一
九
七
一
〉
五

O
頁
参
照
。
口
問
・
河
o-urECロ
〈
・
の
と
広

O
B
F
∞
N

C
-
ω
-
E
H叶
(

お

由

N)・

(

8

)

ケ
ス
一
7
1
は
自
ら
に
対
す
る
倫
理
的
義
務
は
あ
り
え
よ
う
が
、
「
自

ら
に
対
す
る
法
的
関
係
を
認
識
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
言
う

(穴

0
2
2・
門
町
ミ
さ
と
~
凡
句
史
苫
句
〕
・

ω
-
H
N〉
。
〈
包
・
〉

=
r
E
-
p
p
。ょ

ω.]ム品・

(

9

)

行
為
主
体
の
側
面
へ
の
言
及
に
よ
り
、
自
殺
の
不
処
罰
根
拠
を
説
明

す
る
試
み
と
し
て
、
曾
根
、
前
掲
「
『
被
害
者
の
承
諾
』
の
違
法
組
却

根
拠
」
三
回
八
頁
、
須
之
内
、
前
掲
「
刑
法
に
お
け
る
『
自
己
決
定
』

に
関
す
る
一
考
」
九
七
頁
注
一

O
な
ど
が
あ
る
。
た
だ
し
、
前
者
が
自

殺
を
微
弱
な
が
ら
も
違
法
と
す
る
点
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

(

ω

)

小
野
清
一
郎
『
新
訂
刑
法
講
義
総
論
』
(
有
斐
閣
・
一
九
四
八
)

一
一
二
二
頁
、
平
野
龍
一
『
刑
法
概
説
』
(
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
七

七
〉
一
五
八
頁
。

(
孔
)
シ
?
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
l
は
、
自
殺
を
「
特
別
な
法
律
上
の
責
任
阻
却
事

出
」
と
位
置
づ
け
る
が

(ωnyB広
げ
出
口
語
ア
〔
』
い
冬
、
守
里
町
FVω
・
お
戸
)
、
こ

れ
は
自
殺
が
違
法
性
阻
却
事
由
た
る
こ
と
の
結
果
で
あ
る
と
考
え
る
。

な
お
以
上
に
対
し
て
プ
リ

γ
ゲ

ヴ

ァ

l
ト
は
(
旬
。

g
H
回
ユ
ロ
問
。
君
主
-

g
o
g
g伊
良
宮
町
沖
合
叫
回

2
2広
間
己
ロ
問
自
向
円
。
虫
色
。
円

ω巳
σ伊丹
5
2ロ明

。r
の
E
R官
q
z
o
E
L
t
ω
可
仰
向

Z
。r
z
L
c
m
g
E
F
N
2
4司
切
払
・

∞

N
s
a・
ω・
官
官
)
、
不
処
罰
の
根
拠
を
慣
習
法
に
求
め
て
い
る
。

(
は
)
自
損
行
為
は
自
己
|
他
人
関
係
が
「
事
実
上
」
存
在
し
な
い
の
に
対

し
て
、
同
意
侵
害
の
場
合
に
は
、
こ
の
関
係
が
「
規
範
的
に
」
消
滅
す

る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
巧
ニ

ro-自
の

と

g
p
g
g
P
R
2

C
ロ
お
ユ
忠
臣
口

FEH1己
目
巳
ロ
ぬ
円

ω己
rm片
昨
日
宮
口
問
-
Hミ
ミ
hhS時
N
尽
き
誼
h
・

5
g
-
ω
・
宮
甲
山
"
牛
田
間
開
問
。
ロ

ω
n
r
g目立・

F
F
0
・∞

-HNApd『間「

ω・

戸
田
?
〉
ロ
B
A
Y
E
-

第
六
節

括

総

同
意
の
効
力
に
限
界
を
設
定
す
る
思
考
方
法
に
は
、
二
つ
の
も
の
が
あ

る
。
一
つ
は
、
国
家
・
社
会
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
構
成
す
る
人
々

北法31(2・379)779

の
一
部
ま
た
は
多
数
で
あ
れ
、
他
主
体
の
利
益
の
存
在
を
認
定
す
る
方
法
で

あ
る
。
こ
れ
は
「
他
人
へ
の
危
害
の
禁
止
」
と
い
う
命
題
に
包
括
で
き
る
、

国
家
の
自
己
防
衛
的
機
能
の
表
明
で
あ
{
れ
。
他
は
、
真
の
幸
福
の
指
摘
、
若
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し
く
は
原
理
体
系
と
し
て
の
自
由
放
棄
の
自
由
を
否
定
す
る
こ
と
を
通
し

て
、
個
人
を
自
ら
の
攻
撃
か
ら
守
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
誤
り
を

犯
す
人
間
を
前
提
と
し
た
、
国
家
の
後
見
的
機
能
の
表
現
と
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
前
者
の
万
法
に
よ
る
限
界
設
定
の
試
み
は
、
実
は

「
被
存
者
」
を
特
定
す
る
作
業
で
あ
っ
て
、
十
円
六
の
意
味
で
の
向
意
限
界
論
の

叙
述
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
べ
き
で
あ
る
。
法
益
保
護
の
目
的

は
、
当
該
帰
属
主
体
の
法
益
に
関
す
る
自
律
の
保
障
に
あ
る
と
い
う
立
場
か

ら
す
れ
ば
、
そ
こ
に
更
に
他
の
主
体
の
利
益
を
凶
与
さ
せ
よ
う
と
い
う
の

は
、
自
己
矛
盾
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
当
の
意

味
で
の
同
意
の
限
界
論
を
展
開
す
る
た
め
に
は
、
前
者
で
は
な
く
、
後
者
の

万
法
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
際
注
意
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
成
熟
社
会
で
は
国
家
の
後
見
は
謙
抑
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
、
ま
た
た
と
え
後
見
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
達
成
手
段
も

同
様
に
謙
抑
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
す

れ
ば
、
特
に
刑
罰
の
威
嚇
・
執
行
と
い
う
形
で
の
、
純
粋
な
パ
タ
l
ナ
リ
ズ

ム
の
機
能
す
る
余
地
は
、
今
日
ほ
と
ん
ど
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、

多
様
に
発
展
す
る
個
性
の
否
定
を
「
他
人
」
に
禁
止
し
、
あ
る
い
は
相
手
の

平
福
の
考
慮
を
「
他
人
」
に
命
ず
る
、
と
い
う
形
式
で
の
間
接
的
な
手
段
に

阪
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
国
家
は
個
人
に
彼
の
利
益
を
計
っ
て
、
法
的
制

裁
を
伴
な
っ
た
直
接
的
な
禁
止
・
命
令
を
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
限
り

で
は
法
的
に
中
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
1
)
E
-
r
o℃・

nx-L-NNU・

(

2

)

国
民
デ
。
七
-
n
-
F
・同}・出・

(

3

)

世
界
の
趨
勢
は
、
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
な
個
人
主
義
的
構
成
の
方
向

に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ラ

γ
ス
で
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
江
口
三

角
「
フ
一
フ

γ
ス
刑
法
に
お
け
る
被
害
者
の
同
窓
」
(
『
法
学
会
雑
誌
』
二

八
巻
二
号
・
一
九
七
八
)
一
一
一
一
七

l
一
八
六
頁
、
ま
た
英
米
法
に
つ
い

て
は
、
阿
部
、
前
掲
論
文
、
四

O
八
l
四
一
六
頁
参
照
。

第
四
章

同
意
と
構
成
要
件

同
意
の
犯
罪
構
造
一
般
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
は
、
既
に
本
稿
第
二
章

で
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
際
同
意
と
個
々
の
犯

罪
構
成
要
件
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
特
に
触
れ
な
い
で
き
た
。
そ
こ
で
、

こ
の
残
さ
れ
た
問
題
を
本
章
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
こ
の
議

論
を
進
め
る
上
で
は
、
各
々
の
構
成
要
件
を
具
体
的
に
対
象
と
す
る
の
で
は

な
く
、
概
括
的
に
、
解
釈
論
上
の
万
向
性
が
示
さ
れ
う
る
程
度
の
考
察
を
加

え
る
に
止
め
る
。

北法31(2・380)780



第
一
節

「
合
意
説
」

同
意
が
、
構
成
要
件
阻
却
的
合
意
(
岡
山
ロ
5
5
Sロ
仏
三
ω)

と
違
法
性
阻
却

的
同
意
(
巴
ロ
司
王
M
m
E
ロ
開
)
と
の
両
範
鴎
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
、
今
日
一

(
1
}
 

般
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
区
別
基
準
と
し

て
、
通
常
「
法
律
の
言
い
回
し
」
な
い
し
は
「
構
成
要
件
の
特
別
な
性
質
」

が
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
犯
罪
構
成
要
件
が
明
示
的
に
あ
る
い
は
そ
の
性

質
上
、
行
為
者
が
客
観
的
に
被
害
者
の
事
実
的
意
思
に
反
し
あ
る
い
は
そ
の

意
思
に
よ
ら
な
い
で
、
強
制
的
に
行
為
を
す
る
こ
と
な
い
し
は
他
人
の
反
対

意
思
を
圧
倒
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
場
合
に
、
い
わ
ゆ
る
「
合
意
」
が

存
在
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
構
成
要
件
の
「
意
に
副
わ
な
い

刑法における被害者の同意 (2・完〕

攻
撃

(
E
t
S
E
E
D
)」
と
い
う
徴
窓
に
よ
っ
て
、
「
合
意
」
と
「
同
意
」
と

を
分
か
つ
こ
と
自
体
は
、
現
に
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
確
か
に
可
能
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
に
ま
た
、
両
範
隠
の
法
的
性
格
を
対
立
的
な
も
の

と
観
念
し
、
「
合
意
」
を
独
立
の
法
制
度
と
捉
え
る
、
「
合
意
説
」
の
誤
解
の

原
因
の
一
端
が
あ
る
の
で
も
あ
る
。

合
意
説
は
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
は
、
両
範
轄
と
も
純
粋
に
事
実
的
に
は

同
一
の
性
質
を
示
す
と
し
な
が
ら
も
、
「
合
意
」
に
お
い
て
は
行
為
の
客
観

的
事
実
的
観
点
が
決
定
的
で
あ
り
、
「
同
意
」
に
お
い
て
は
よ
り
実
質
的
法
的

観
点
、
つ
ま
り
「
法
的
に
重
要
な
意
思
」
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
、
そ
れ

に
従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
件
と
効
力
の
相
違
を
導
く
の
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
「
合
意
」
に
と
っ
て
は
白
然
的
意
思
活
動
が
意
思
方
向
と
し
て
存
在
す

れ
ば
足
り
、
行
為
者
の
そ
の
不
認
識
は
可
罰
的
未
遂
の
問
題
と
な
る
の
に
対

し
て
、
「
同
意
」
に
と
っ
て
は
同
意
能
力
者
に
よ
る
意
思
表
示
が
必
要
で
あ

り
、
従
っ
て
行
為
者
の
そ
の
不
認
識
は
既
遂
の
問
題
と
な
る
、
と
い
っ
た
兵

{
4
)
 

合
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ゲ
l
ル
ズ
(
の

Z
三
∞
)
は
錯
誤
に
関
し
て
は
次
の
よ

う
に
述
べ
、
両
範
鴎
の
事
実
的
性
格
の
同
一
性
を
、
あ
る
程
度
考
慮
し
よ
う

す
な
わ
ち
、
「
合
意
」
に
つ
い
て
の
誤
想
は
傍
成
要
件
事

と
努
め
て
い
る
。

突
の
錯
誤
(
旧
ド
イ
ツ
刑
法
五
九
条
、
現
行
法
二
ハ
条
)
で
あ
り
、
「
同
意
」

に
つ
い
て
の
誤
想
は
常
に
違
法
性
に
つ
い
て
の
錯
誤
で
あ
っ
て
、
こ
の
中
で

特
に
、
(
法
的
に
許
容
さ
れ
る
〉
同
意
の
事
実
的
要
素
の
錯
誤
は
旧
法
五
九

条
(
現
行
法
二
ハ
条
)
の
類
推
に
従
い
、
法
的
有
効
性
に
つ
い
て
の
錯
誤
は

禁
止
の
錯
誤
(
現
行
決
一
七
条
)
と
な
る
、
と
。
こ
れ
に
対
し
て
、
厳
格
責

任
説
(
回
口
市
口
問
。
∞
ロ

T
M
E
P
g
z開
)
の
立
場
か
ら
、
こ
の
錯
誤
の
問
題
に
つ

い
て
も
両
者
は
厳
格
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
が
な
さ
れ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
「
同
意
」
の
誤
想
は
、
こ
れ
が
事
実
関
係
の
錯
誤
で
あ
ろ
う

と
、
規
範
内
容
あ
る
い
は
評
価
の
錯
誤
で
あ
ろ
う
と
、
全
て
禁
止
の
錯
誤
と

な
り
、
不
可
避
的
錯
誤
で
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
責
任
を
阻
却
し
な
い
と
言

北法31(2・381)781
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ぅ
。
他
方
「
合
意
」
の
誤
想
は
、
構
成
要
件
事
実
の
錯
誤
で
あ
り
、
故
意
を

阻
却
す
る
と
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
厳
格
責
任
説
か
ら
の
補
足
に
よ
っ

て
、
「
合
意
」
と
「
同
意
」
と
の
峻
別
を
説
く
、
「
合
意
説
」
が
こ
こ
に
完
成

す
る
の
で
あ
る
。

(
1
〉
こ
の
区
別
は
ゲ
l
ル
ズ
の
業
績
に
負
う
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。

。moa
p
H
W
E
d匂
己
]
釘
ロ
ロ

m
zロ
仏
何
吉
〈
め
『
凹
片
山
口
門
】
ロ

U
L
E
〈

R
-
2
N
Z
P

口広
ω・(阿
C
o
-
-
S印
ω)ULOB--
〔
何
百

3---mE目
m
-
E
g
g四
百
円
宮
〕
・

ω
-
N
S
l
N
S
W
《
凶
ぬ
同
国
・
・
〔
何
百

di---mEロ開
F
S
2
5
R
2
2
8ロ
門
司
己
同

0
・

ω・
お
i
品
印
・
な
お
ゲ
l
ル
ズ
以
前
の
主
張
と
し
て
、
出
石
同
vo--

。。RHM町、
w
m
w
h

匂同、

AHh、史リ』
FH-
回
牛

-N-ω-N品川凶
um，ロ
S
F
〔め同、

bLP吋司
旬

mHNγ

宮
町
旨
〕
・
〈

2
・
掛
印

Y
H
H
H
-
ω
E
r
g
s
m
o
p
〔
h
S
ユ
ミ
3
・

ω-

N
E
u
呂
田
叫
2
L
-
F
9・
ω
広町

5
4・

ハ
2
)
C
2
E
P
〔
何
百
君

"---mcロ
m
-
ヨ
ω昨
日
向
日

n
y
c・
ω
-
N宮
町

-u
〈
m--

〔
h
時弘、と
h

河
町
、
同
町

sssSHH向、〕唱
ι

〈

C
F
帥
印

H-
河内同ロ・

5
N
一〔

ωロ
ゲ
出
口

r守

ω
n
F
E
2
u・
〈
日
・
出
自
民
目
・

M
N
E
-
N
P
8・
urω
・
品
出
・

(
3
)

の
2
三
P
〔
何
百

dq-ZF開
ロ
ロ

mFHHHω
ゴ
氏
自
ロ
ゲ
同
〕
叫

ω-NA広
間
・
具
体
例

と
し
て
、
略
取
誘
拐
罪
(
ド
イ
ツ
刑
法
二
一
一
一
七
条
)
、
窃
盗
罪
(
同
法

二
四
二
条
)
、
住
居
侵
入
罪
(
同
法
二
二
二
条
)
、
強
姦
罪
(
同
法
了
七

七
条
)
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

(
4
〉

H
W
σ
p
-
E
ω
σ
ω
N
A凶
N
ア

N
S
I
N
S・
な
お
こ
れ
ら
の
議
論
は
既
に
日

本
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
他
の
相
違
点
も
合
め
て
、
詳
し

く
は
次
の
も
の
を
参
照
さ
れ
た
い
。
井
上
、
前
掲
「
被
害
者
の
同
意
」

一
六

O

一
大
凶
頁
、
須
之
内
、
前
掲
「
刑
法
に
お
け
る
被
害
者
の
同

意
ハ
円
」
七
二
|
七
六
頁
。
〈
四
「
町
一

n
r
F
B
S
P
匂
ミ
、
R
E
i
-
-

ω・
〉
口
出
・

(
F
m
E
E広
三
百
戸
宮
山
一

P
H
S
5
.
ω
-
s
.

(

5

)

の
noH品
少
〔
同

W
B
i
z
-
m
cロ
間
一

B
F
S
P
2
y
p
ω
・

N
S
同

(

6

)

巧
o-N凸
ア
〔

h
Sる
さ
』
〕
ム
・
事

u
y向
2
2
n
F
R司
F
S
R円骨〕・

ω・

ω
。AV
品品
ω

(

7

)

こ
の
合
意
説
の
台
頭
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
同
意
諭
の
展
開
の
中
で

は
、
戦
後
か
ら
七

O
年
ま
で
を
支
配
す
る
、
第
二
段
階
に
位
置
づ
け
ら

れ
る

R
Z
g
g
n
r
'
N
S
P
ω
-
N銭
円
)
。
〈
間
一

-HOω
ロ
Z
n
F
〔
』
い
忌
下

守
宮
内
リ
旨
〕
唱
]
「
〉

E3
・
ω-Nhq・
ち
な
み
に
六
九
年
五
月
」

l一
一
一
日
の
西
ド
イ

ツ
連
邦
裁
判
所
(
切
の
同
盟
切
L
-
N
U
w

∞-
r
ω
ご
は
、
略
取
誘
拐
罪

(
ド
イ
ツ
刑
法
二
三
七
条
)
の
「
意
思
に
反
し

(
5
F円
宅
三

gど

と
い
う
徴
怒
と
の
関
係
で
は
自
然
的
意
思
で
十
分
で
あ
る
が
、
侮
戸
賄
罪

(
同
法
一
八
五
条
)
と
の
関
係
で
は
同
意
は
途
法
性
阻
知
事
由
で
あ
る

の
で
、
自
分
に
向
け
ら
れ
た
行
為
の
本
質
、
意
味
及
び
射
程
に
つ
い
て

の
十
分
な
判
断
能
力
が
前
提
と
し
て
要
求
さ
れ
る
、
と
判
示
し
て
い
る
。

北法31(2・382)782

第
二
節

「
合
意
」
の
実
質

合
意
説
の
行
な
っ
た
「
合
意
」
と
「
同
意
」
と
の
二
分
は
、
い
わ
ゆ
る
類

型
的
思
考
(
守
旬
。

-c笠
宮
7
2
ロ
g
r
2
H
)
と
呼
ば
れ
る
考
察
方
法
の
成
果
と



考
え
ら
れ
る
が
、
「
合
意
」
が
独
立
の
法
制
度
た
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め

に
は
、
加
え
て
、
「
合
意
」
の
刑
法
体
系
及
び
犯
罪
構
造
内
で
の
、
閤
有
の
機

能
の
立
証
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
こ
の
二
分
を
も
う

少
し
実
質
的
に
説
明
す
る
主
張
を
取
り
上
げ
、
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

違
法
性
阻
却
は
規
範
及
び
価
値
衝
突
に
よ
る
可
罰
的
不
法
の
消
滅
で
あ

り
、
こ
れ
に
対
し
構
成
要
件
不
該
当
は
可
罰
的
不
法
及
び
価
値
侵
害
の
不
存

在
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
ノ
ル
は
、
そ
の
応
用
と
し
て
、
「
同
意
」
も
価
値

衝
突
の
場
合
に
帰
属
す
る
と
し
、
た
だ
他
の
違
法
性
阻
却
事
由
と
の
違
い
は
、

刑法における被害者の同意、 (2・完〉

「
一
方
で
被
害
者
の
利
益
、
他
方
で
行
為
者
若
し
く
は
第
三
者
の
利
益
と
い

う
の
で
は
な
く
、
被
害
者
一
人
の
利
益
が
相
対
立
す
る
点
に
あ
る
」
と
叙
述
す

る
。
し
か
し
「
合
意
」
は
、
保
護
客
体
、
つ
ま
り
行
為
者
の
実
行
に
反
対
す

る
被
害
者
の
意
思
の
排
除
と
捉
え
ら
れ
、
そ
の
限
り
で
は
欠
如
利
益
の
原
理

が
妥
当
す
る
場
合
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ノ
ル
の
理
解
に
よ
れ

ば
、
問
怠
意
思
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
益
そ
れ
自
身
に
は
な
ん
の
変
更
も
生

ぜ
ず
、
そ
れ
放
法
益
侵
害
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
を
「
同
意
」
と
呼
ぶ
こ
と
に

な
る
。
そ
の
際
、
同
意
意
思
(
処
分
権
限
)
は
財
に
対
峠
す
る
価
値
と
し
て

把
握
さ
れ
、
そ
こ
に
ま
た
価
値
衡
量
の
契
機
も
生
ず
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

同
意
意
思
の
存
在
に
よ
っ
て
、
法
益
そ
れ
自
身
が
欠
落
す
る
場
合
を
「
合
意
」

と
呼
ぶ
。
そ
の
際
法
益
侵
害
も
否
定
さ
れ
る
の
で
、
価
値
衡
量
の
契
機
は
生

じ
て
こ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

両
者
の
区
分
を
実
質
的
観
点
か
ら
説
明
す
る
も
う
一
つ
の
主
張
は
、
シ
ュ

ト
ラ
l
テ
ン
ベ
ル
ト
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
彼

は
ノ
ル
と
は
異
な
っ
て
、
「
合
意
」
の
み
な
ら
ず
「
同
意
」
も
利
益
衡
量
原

理
の
例
外
で
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
の
代
わ
り
に
、
決
定
的
な
の
は
被
害
者
が

侵
襲
に
同
意
す
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
と
言
う
。
け
れ
ど
も
両
者
の
画
定
は

肯
定
し
、
法
理
論
的
に
は
、
保
護
客
体
が
全
て
欠
落
す
る
場
合
が
「
合
意
」

で
あ
り
、
保
護
客
体
は
部
分
的
に
だ
け
欠
落
し
、
そ
の
法
的
保
護
が
消
滅
す

る
の
が
「
同
意
」
で
あ
る
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
行
為
の
本
来
の
不
法
内

容
が
本
人
の
意
思
無
視
に
あ
る
場
合
の
よ
う
に
、
行
為
が
「
物
質
的
損
害

(
由

c
g
gロ巴角川口。

ω円
冨
告
間
口
口
問
)
」
に
結
び
つ
か
ず
、
そ
の
行
為
自
体
が
「
両
{
8
)
 

面
価
値
的
(
曲
目
ぴ
吉
田
Z
ロ
同
)
」
な
の
が
、
「
合
意
」
の
場
合
と
な
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
設
棄
・
傷
害
は
「
物
体

(ω
ロ
玄
可
思
)
」
へ
の
侵
害
と
係
わ
る
の

で
、
同
意
に
も
か
か
わ
ら
ず
原
則
と
し
て
不
利
益
と
見
な
さ
れ
、
従
っ
て
遼

法
性
阻
却
事
由
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
患
者
の
同
意
に
よ
っ
て
施
術
上
正

し
く
実
行
さ
れ
た
医
師
の
治
療
行
為
は
、
「
損
害
」
の
欠
如
が
一
目
瞭
然
な

の
で
原
則
と
し
て
本
人
に
は
不
利
益
と
は
見
な
さ
れ
ず
、
そ
れ
故
構
成
要
件

不
該
当
と
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
人
に
と
っ
て
不

利
益
で
は
な
く
、
「
通
常
の
処
分
(
ロ
2
5
M
L
O
E印
刷

5
2
5ロ
)
」
と
考
え
ら

北法31(2・383)783
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)
 

れ
る
か
一
合
か
が
、
区
別
基
準
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し

て
シ
ュ
ト
ラ
l
テ
ン
ベ
ル
ト
は
、
両
者
の
画
定
は
決
し
て
法
律
構
成
要
件
の

偶
然
的
言
い
回
し
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
事
実
状
態
に
よ
っ
て
左
右

{
同
)

さ
れ
、
そ
の
意
味
で
は
流
動
的
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。

近
年
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
実
質
的
論
議
の
影
響
を
受
け
、
法
益
構
造
あ

る
い
は
犯
罪
の
具
体
的
性
質
に
沿
っ
て
、
「
合
意
」
と
「
同
意
」
の
要
件
・
効

力
等
ー
を
確
定
し
よ
う
と
い
う
主
張
、
が
、
主
流
と
な
っ
て
き
て
い
犯
。
そ
し
て

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
実
は
合
意
説
か
ら
の
離
反
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ

る。(

1

)

〈
m-・
同

R
-
F
2
2凶
N
-
h
b
h
p宮崎
S
N
S
Z
R片
言
勾
ぬ
町
宮
崎
君
H
a
s
a

的円
b
b
E
『
同
凶
凶
〉
E
m
-
-
(回

2
-
E
-
E巳
L
0
5
2
m・
2
0毛

JF円
F
S
S
)・
ω-

A
F
h

旧
日
同
二
品
目
。
同

(2)Zo---
〔
吋
呉
r
m
m
gロ乱〕噌

ω
-
H
0・

(3)Zo---
〔呂町

-
P
E口町田四円出口
L
O
〕・

ω-H∞ω
U
L
O
門出・・〔叶え

Z
2
2
5・

ω
-
H由・

(

4

)

同

w
r
p・
ω
-
H
U・

(

5

)

個
人
の
自
由
に
対
す
る
犯
罪
が
そ
の
典
型
で
あ
る

(Zo--λ
宮
ニ

r'

同口口問
m
w
m
H
出口《目。〕・

ω-H∞
ω
u
d
-
-
影山岡田・・〔同町
H誌
理
之
町
民
h毘
苫

h
y
ω

や悼)。

(
6
)
ω
可
え
巾
ロ
君
。
叶
昨
日
M

・
〔
司
江
口
乱
立
。
ロ
ド

ω-AN-

(
7
)
H
w
r
p・
ω
・品川
P

品印・

(
8
)
(
9
)
ω
同
E
Z口君
2
子
・
〔

h
S
w・-守宮内砕〕岨
N
-

〉口出・・

ω
・
ロ
A
・

(
川
山

)

H

W

寸品ニ

ω・]お印・

(
U
)

た
と
え
ば
レ

γ
ク
ナ

l
は
、
「
合
意
」
の
要
件
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関

係
法
益
と
そ
の
法
益
が
保
護
さ
れ
る
範
聞
と
の
正
確
な
分
析
に
よ
っ
て

の
み
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
叙
述
す
る
(
円
。
ロ
口
}
自
己
噌

P
F
O
E
-
ω
・

怠
∞
)
。
〈
間
「
〔
h
ミ
V
N
凡
均
時
、
同
町
色
遣
室
内

a
E
3・
〈
O
円
・
即
日
・
岡
山
門
】
ロ
・

5
u
u
ω
可
m

凶件。ロ君。同
p
-
〔
h問
、

ww
守宮内リ』バ]唱

N-
〉口出・・

ω・
]
{
凶
?
∞
-
2
二凶-

m
・

o・-
ω
-
H
N
ω
U
】
ゆ
日

nronr・
〔
h四
百

qFHhnp〕・

ω
・
目
。
る
u

〔
ω円7
0
ロ「
0
・

F
Z
庄
2
〕
岨
〈
C
『・申

ω
N
F
H
μ
ι
ロ

UN-
∞
-
A臼・

「
合
意
」
と
「
同
意
」
と
の
区
別
基
準
を
挙
げ
る
際
主
張
さ
れ
た
、
同
意

の
価
値
衝
突
性
あ
る
い
は
同
意
に
よ
る
法
的
保
護
客
体
の
部
分
的
欠
沼
と
い

う
考
え
方
は
、
既
に
本
稿
第
二
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
前

提
を
欠
き
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
す
る
と
、

一
応
批
判
さ
れ
な

い
で
残
る
区
別
基
準
と
し
て
は
、
一
つ
に
、
「
合
意
」
は
法
的
保
護
の
「
客
体

を
欠
落
さ
せ
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
性
質
の
法
益
と
係
わ
る
と
い
う
こ
と
、
他

に
、
「
合
意
」
に
基
づ
く
行
為
は
「
通
常
の
処
分
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
「
法
益
」
は
一
定
の
客
観
的
価
値
を
担
う
、
平
均
的
・

複
合
的
利
益
の
対
象
・
状
態
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
点
で

は
「
合
意
」
と
係
わ
る
法
益
と
一
言
え
ど
も
、
そ
の
例
外
で
は
な
い
と
思
わ
れ

北法31(2・384)784



る
。
な
ぜ
な
ら
、
特
に
法
益
概
念
が
全
て
の
犯
罪
構
造
の
基
礎
に
据
え
ら
れ

る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
個
々
の
法
益
も
統
一
的
内
部
構
造
を
示
す
と
予

想
さ
れ
る
し
、
ま
た
理
論
的
に
も
そ
の
よ
う
に
要
請
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

{
S
)
 

る
。
従
っ
て
、
偲
人
の
自
由
自
体
が
法
益
で
あ
る
典
型
的
な
「
合
意
」
の
場

A
口
も
含
め
、
全
て
の
法
益
に
亘
っ
て
、
同
意
意
思
の
存
在
に
対
す
る
規
範
的

評
価
の
方
向
は
、
同
一
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
主
観
的
意
思
の

表
明
に
よ
っ
て
は
、
決
し
て
客
観
的
価
値
た
る
意
思
形
成
・
活
動
の
自
由
は

欠
落
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
同
意
」
と
同
じ
く
、
た
だ
法
的
保
護
の
必
要

性
が
喪
失
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
合
意
」
あ
る
い
は
「
同

意
」
と
い
う
形
態
に
捉
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
全
て
の
同
意
意
思
は
、
法
的
保

護
を
不
要
に
す
る
と
い
う
共
通
の
効
力
を
有
す
る
と
理
解
さ
れ
る
。

刑法における被害者の同意 (2・完〕

な
お
、
シ
ュ
ト
ラ
l
テ
ン
ベ
ル
ト
の
「
通
常
の
処
分
」
か
否
か
と
い
う
区

別
基
準
は
、
お
そ
ら
く
統
計
的
事
実
に
基
礎
を
置
く
思
考
な
の
で
あ
ろ
う
が
、

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
「
刑
法
は
、
規
範
的
な
素
材
で
あ
っ

へ
5
}

て
、
統
計
的
な
素
材
で
は
な
い
」
。
何
よ
り
も
シ
ュ
ト
ラ
l
テ
ン
ベ
ル
ト
白

身
、
「
合
意
」
と
「
同
意
」
と
を
意
思
無
視
と
い
う
統
一
的
視
点
か
ら
眺
め
て

い
た
し
、
定
立
し
た
基
準
か
ら
、
両
者
の
要
件
・
効
力
等
の
違
い
を
導
こ
う

と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
以
上
の
議
論
の
中
か
ら
、
「
合
意
」
と
「
同

意
」
と
の
要
件
・
効
力
等
を
対
立
化
さ
せ
る
、
実
質
的
理
由
づ
け
を
発
見
す

る
こ
と
は
か
な
り
困
難
と
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
逆
に
、
構
成
要
件

の
徴
慾
を
基
準
と
す
る
一
合
意
説
の
、
文
理
的
偶
然
性
が
示
唆
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
「
合
意
」
と
「
同
意
」
と
は
、
合
意
説
も
認
め
る
よ
う
に
事
実
的
性
格

は
同
一
で
あ
る
。
し
か
も
既
述
し
た
よ
う
に
、
両
者
は
そ
の
実
質
に
お
い
て

(
8
)
 

異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
違
い
は
、
単
に
構
成
要
件
へ
の
形

式
的
包
摂

(ω
己
目
出
口

B
E
Dロ
)
可
能
性
の
有
無
だ
け
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と

が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
確
認
は
、
両
者
の
統
一
的
体
系
的
取
り
扱

い
へ
の
動
因
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

(
1
〉
本
稿
第
二
章
第
」
一
節
二
、
第
四
節
二
。

(

2

)

本
稿
第
二
章
第
一
節
二
、
三
参
照
。

(

3

)

〈
巴
・
同
日
。
ロ
H
N
u
-
-
p
p

。-Mω
・
ω
∞-

(

4

)

H

W
ゲ門]・

〈

5
〉
宅
ovo--bE
若
宮
町
富
札
含
句
、
も

R
F
E
E
S
F
ω
・
N
品

(
福
田
・
大
塚
訳
、
前
掲
『
目
的
的
行
為
諭
序
説
』
三
六
頁
)
・

(
6
)
ω
可
mw
件
。
ロ
唱
。
三
}
f
〔

hhhH込
書
リ
h
c
・
ω-Hum-

(

7

)

パ
ウ
マ
ン
は
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
、
厳
格
責
任
説
か
ら
の
合
意

説
支
持
に
反
駁
を
加
え
る
(
切

E
B
E
P
〔

h
S込
里
町

3
・
ω・
SC)。

使
用
窃
盗
罪
(
ド
イ
ツ
刑
法
二
四
八
条

b
)
は
、
権
利
者
の
意
思
に
反

す
る
使
用
を
掲
げ
て
い
る
の
で
、
そ
の
際
の
同
意
意
思
は
構
成
要
件
阻

却
的
に
作
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
、
立
法
者
は
「
他
人

北法31(2・385)785
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(m，
H
O
B
ι
r
E同
)
」
と
い
う
徴
慾
に
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り

他
人
の
自
動
車
等
の
使
用
と
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
意
意
思
を

違
法
性
阻
却
事
由
に
す
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

「
合
意
」
と
「
同
意
」
と
の
交
換
可
能
性
は
、
ま
た
錯
誤
論
の
領
域
で

の
丙
者
の
異
な
っ
た
取
り
扱
い
を
も
拒
絶
さ
せ
る
は
ず
で
あ
る
、
と
。

(
8〉
キ

l
ソ
ツ
ィ

l
は
、
「
合
意
」
は
形
式
的
に
は
構
成
要
件
と
係
わ
る

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
こ
と
は
実
質
的
に
は
、
「
同
意
」
と
係
わ
る

法
益
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
直
感
的
に
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
と

指
摘
す
る
(
同
広
三
ミ
・
問
-m-
。・・

ω・寸
ω)。

第
三
節

不
法
構
成
要
件
と
包
撰

シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
l
の
見
解

「
合
意
」
の
実
質
な
い
し
規
範
的
評
価
が
「
同
意
」
と
異
な
ら
な
い
と
す

る
な
ら
ば
、
体
系
上
の
取
り
扱
い
も
、
統
一
的
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
「
合
意
」
が
構
成
要
件
を
排
除
す
る
こ
と
は
既
に
確
認
さ

れ
て
い
る
の
で
、
統
一
化
の
方
向
は
、
「
同
意
」
の
構
成
要
件
不
該
当
事
由
と

〔

1
)

し
て
の
定
立
に
向
け
ら
れ
る
。
こ
の
方
向
に
沿
っ
た
試
み
と
し
て
、
シ
ュ
、

ッ
ト
ホ
イ
ザ
l
の
不
法
機
成
要
件

(
C
R
2
r
g
g手
g
gロ
仏
)
の
実
質
化
の

主
張
が
挙
げ
ら
れ
る
。

」
の
主
張
の
出
発
点
は
、
反
価
値
関
係
的
構
成
要
件
概
念
に
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
構
成
要
件
該
当
性
の
反
価
値
を
基
礎
ぜ
つ
け
る
実
質
を
、
権
成
要
件
へ

の
単
な
る
形
式
的
な
包
摂
の
中
に
で
は
な
く
、
犯
罪
の
本
質
で
あ
る
「
法
益

{
3〉

侵
害
」
の
中
に
求
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
違
法
性
阻
却
は
、
構
成

要
件
的
法
益
侵
害
が
「
財
の
尊
重
(
の
三

Z
R
Zロ
ロ
偶
)
」
と
対
峠
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
生
ず
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
法
益
侵
害
に
よ
っ
て
突
質

化
さ
れ
た
不
法
構
成
要
件
は
、
違
法
性
阻
却
と
の
関
係
で
は
、
禾
だ
価
値
中

立
的
な
も
の
と
考
え
ら
札
一
心
。
こ
の
よ
う
に
実
質
化
さ
れ
た
不
法
構
成
要
件

を
、
立
論
の
基
礎
に
置
く
な
ら
ば
、
両
類
型
の
統
一
的
体
系
的
把
鐙
は
、
比

較
的
容
易
に
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
合
意
」
は
構
成
要
件
の
「
包
摂
」

の
問
題
か
ら
、
「
同
意
」
は
広
義
の
「
法
益
侵
害
」
の
問
題
か
ら
、
い
ず
れ
に

し
ろ
構
成
要
件
不
該
当
事
由
と
し
て
構
成
し
う
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
包
摂
問
題
と
理
解
さ
れ
た
形
式
的
構
成
要
件
概
念
に

は
、
刑
法
上
な
ん
ら
の
意
義
も
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ

l
自
身
は
、
禁
止
命
題
、
原
則
規
定
、
類
型
等
の
概
念
に
よ
る
不
法
の
理
由

づ
け
が
有
す
る
形
式
性
は
、
「
罪
刑
法
定
主
義
の
法
治
国
家
原
則
と
、
そ
し
て

や
は
り
犯
罪
の
個
別
化
の
必
要
性
と
に
よ
っ
て
、
当
然
前
提
と
さ
れ
て
い
る
」

(
6
)
 

と
一
言
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
こ
と
に
は
異
論
は
な
い
が
、
罪
刑
法
定
主
義
の
対

象
と
し
て
決
定
的
な
の
は
、
ま
ず
第
一
に
法
律
構
成
要
件
で
あ
っ
て
、
ぞ
れ

を
越
え
る
実
質
化
さ
れ
た
構
成
要
件
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
刑
罰
と
い
う

北法31(2・386)786



法
律
効
果
の
前
提
と
な
る
の
は
、
法
律
構
成
要
件
で
あ
る
。
従
っ
て
体
系
的

構
成
に
お
い
て
も
、
法
律
構
成
要
件
を
中
心
に
置
く
べ
き
と
考
え
る
。
ま
た

構
成
要
件
定
立
の
際
、
法
益
侵
害
を
実
質
と
す
る
構
成
要
件
概
念
に
、
立
法

者
が
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
か
り
に
文
理

上
の
欠
陥
な
ど
か
ら
、
一
見
不
都
合
な
事
態
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は

「
実
質
的
犯
罪
概
念
」
の
解
明
に
よ
っ
て
、
違
法
性
、
場
合
に
よ
っ
て
は
資

任
の
領
域
で
、
十
分
補
充
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
よ

う
な
体
系
的
構
成
か
ら
不
合
理
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う

に
記
述
的
形
象
と
し
て
理
解
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
ベ

1
リ
ン
グ
(
回
己
広
間
)

流
の
形
式
的
構
成
要
件
観
念
か
ら
出
発
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
結
論
が
得
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
意
意
思
は
構
成
要
件
に
形
式
的
に
包
摂
さ
れ
る
限
り

刑法における被害者の同意 (2・完〉

で
、
構
成
要
件
不
該
当
事
由
と
し
て
作
用
す
る
が
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、

同
意
の
実
質
に
従
っ
て
正
当
化
事
由
と
し
て
作
用
す
る
、
と
。
か
く
し
て
、

全
て
の
同
意
意
思
、
従
っ
て
「
同
意
」
を
、
構
成
要
件
不
該
当
事
由
と
位
置

づ
け
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。
た
だ
し
、
「
合
意
」
も
「
同
意
」
も
規
範

構
造
が
同
じ
で
、
法
的
保
護
の
不
要
、
広
義
の
法
益
侵
害
の
排
除
を
導
く
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
共
通
の
実
質
を
、
法
律
文
言
あ
る
い
は
個
々
の
構
成
要

件
要
素
の
解
釈
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
体
系
的
位
置
づ
け
の
偶
然

的
相
違
を
か
な
り
の
程
度
取
り
除
く
こ
と
は
で
き
る
。
つ
ま
り
、
法
益
侵
害

を
実
質
と
す
る
不
法
構
成
要
件
の
一
般
的
定
立
と
い
う
万
法
で
は
な
く
て

個
々
の
構
成
要
件
の
解
釈
の
枠
組
の
中
で
、
そ
の
実
質
を
取
り
上
げ
る
と
い

う
方
法
を
選
択
す
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
わ
け
で
、
シ
ナ
、
、
ッ
ト
ホ
イ
ザ
ー
に
よ
る
、
不
法
構
成
要
件
の

{
阻
}

一
般
的
な
実
質
化
の
試
み
を
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
結
果
に
お
い

て
個
々
の
構
成
要
件
の
解
釈
方
向
を
示
し
た
点
に
は
、
十
分
評
価
す
べ
き
も

の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ハ
1
〉
同
意
の
体
系
的
位
置
づ
け
の
問
題
は
、
よ
り
多
く
理
論
的
領
域
に
属

す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
(
門
冨
2
5岳
-N屯
0
・
ω-NS)、
構
成
要
件
の

社
会
的
機
能
に
注
目
す
れ
ば
、
笑
際
上
の
意
義
も
決
し
て
低
く
は
な
い

(
〈
開
「
】
何
回
nrnnr.
〔』いミマ守宮町』
5.ω
・目。]「)。

ハ
2
〉
何
ゲ
2
F阻止

ω口
]FH口
広
}
る
E
8
3
0柏
町
己
目

H
o
n
-
=
a
a
r
g
gロ《「山口一

町
略
的
同
崎
町
守
、
q
H
¥
民
、
同
門
昌
三
同
町
誼
包
師
門
砕
(
司
門
知
ロ

r
p
z・
3
3
)
e
ω
'
お
ω
l

hH印町山内同ぬ円
my
〔h
h
p
‘、守宮内
F
U唱

ω-HmvHlH申
AH・

(
3
)
ω
n
F
E
E
E
E明
白
デ
ロ

2

Cロ同開口
y
g
g手
g
gロチ
ω・品
ω吋-念日
l
A
A
U
・

(

4

)

何
r
p・
ω・品目。山内凶
OHm--
〔h
偽込町、
~xRF〕・

ω・]戸市町
ω
同・

(5)
出
。
ロ
田
』
D
R
Y仲
良
同
町
田
nFωONE-o
〉

L
E
Eロ
N
E
D仏
ピ
ロ

E
n
Z
T

F
r
o
-
N
g話
回
仏
・
記

-
s
s
-
ω
・

5
f
ω
n
y
g
E
E
5
2・

〔ト
h
b
る宮内砕〕・

ω
-
N
g
u
州
内
広
三
NM〉

mw-m
・

o・-ω
・

8
・
ミ
『
・
・
∞

r

N
G
F
〔
同
言
君
"
』
同
九
句
宮
古
h
〕・

ω-M∞
lu--
印
∞
同
二
品

C
F
U
の
-scm刷
閉

山

C
H
5・

旬
円
三
還
な
b
N
h
v
b
S
芯
さ
え
匂
H
E
¥ミ
与
な

hHas=・
N
-
〉
口
出
(
∞

2
-
5・
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zod司
J

同O
H
r
・
5
4
3・
ω・
8
・
〉
ロ
B
-
m叶
山

〈

m-
〉
F
吉
岡
山

ω
2・

h叫守色¥、同町』
W
H
-
h
叫円
M
H

望
号
、
も
ミ
E
F
H
h
と
h
h
室
町
民
主
w

て向、守、同町、
V
G
W
悼
師
崎
町
令

違
S
H
F
N
-

〉
口
出
・
(
富
民
ロ
ロ
ゲ
。
P
H
S
e
-
Z
円
・
∞
〉
N
-
ω

・∞印・

(6)ωnrg-LY阻
己
目
。
ァ
ロ

2

C
ロ同市口

r
s
g手
g
gロ子

ω・A
H

品H

(
7
〉
内
田
教
授
は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
要
請
に
応
え
る
の
は
「
形
式
的
な

犯
罪
概
念
」
で
あ
る
と
一
言
わ
れ
、
ベ

l
リ

γ

F

(
後
注
(
凶
)
参
照
)

の
構
成
要
件
論
を
再
評
価
さ
れ
る
(
内
田
文
昭
「
形
式
的
犯
罪
概
念
と

ーノ

構
成
要
件
の
機
能
」
『
現
代
の
刑
事
法
学
上
平
場
安
治
博
士
還
暦
祝
賀
』

f
・町
、

有
斐
閣
・
一
九
七
七
、
一
四
二

l
一
回
一
ニ
一
良
〉
。
な
お
向
趣
旨
の
主
張
と

し
て
、
仲
地
哲
哉
「
構
成
要
件
論
」
中
山
・
西
原
・
藤
木
・
宮
沢
編

『
現
代
刑
法
講
座
第
一
巻
刑
法
の
基
礎
理
論
』
(
成
文
堂
・
一
九

七
七
)
二
五
ニ
頁
参
照
。

(

8

)

こ
れ
に
対
し
て
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
(
』
〈
弘
司
札
旬
、
的
忌
之
、

S
忌
司
、
急
時

色町
N
S
H
h
S噛
号
、
。
き
も
き
'
句
、
白
-
守
町
内
』
ぜ
な
除
。
遺
書
な
色
。
F

∞【】
N
1
P

吋
ニ
]
区
!
日
目
白
同
N
E
ロ
m-

∞O
ロ
P

H

由印∞・

ω
∞
臼
)
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
あ

る
も
の
が
構
成
要
件
要
索
か
、
違
法
性
阻
却
事
由
か
は
、
察
す
る
と
こ

ろ
、
一
定
の
世
界
観
の
基
本
決
定
と
係
わ
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ

れ
は
文
理
形
成
上
拘
束
さ
れ
る
評
価
の
問
題
で
あ
っ
て
、
決
し
て
単
な

る
技
術
上
の
問
題
で
は
な
い
、
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル

は
こ
の
主
張
の
証
明
に
成
功
し
て
い
な
い
。

(
9
)
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
突
は
最
も
整
合
的
な
体
系
な
の
で
あ
る
(
内
田
、

前
掲
「
形
式
的
犯
罪
概
念
と
構
成
要
件
の
機
能
」
一
四
八
頁
注
六
参

照)。

(
叩
)
H
W
H
ロ
巳
回
巳
ヨ
開
?
む
芯

h
司M
3
6
8
苦
て
雪

~vE円
』
暗
号
沿
(
斗
出
ゲ
一
口
問
ぬ
ロ
・

]50由)・

ω
・
H
H
φ
l
H
H
N
・]「品、吋・

(
日
)
曾
根
助
教
授
も

γ
?ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ

l
の
主
張
の
詳
細
な
分
析
の

後
、
「
同
意
」
は
正
当
化
事
由
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
(
曾
根
、
前
渇
「
『
被

害
者
の
承
諾
』
と
犯
罪
論
体
系
」
一

o=一!一
O
四
頁
)
。

(
辺
)
〈
m
F

〔h
司
令
な
h
川町、同円。苦苦情問、抽

E
3・
〈
O
H
・
岬
印
H
!
"
H
N
門宮・

5
h
f

g
n
r
E
r
0・F
F
E
2〕
圃
〈
O
円
申

ω
N
F
Eロ・

8
・

ω・
8
N
一

一Fω
口}Mon-P
〔』円ミ目、
~
V
H
h
Rリ
h
w

〕
"ω
・
ω

。]F戸
口
m
w
d

司・
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「
合
意
」
構
成
要
件

本
節
一
の
考
察
か
ら
、
「
合
意
」
は
構
成
要
件
へ
の
包
摂
如
何
の
問
題
で

あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
そ
こ
で
次
に
、
「
同
意
」
の
「
合
意
」
と
の
共
通
の

規
範
構
造
を
解
釈
論
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
ど
の
構
成
要
件

が
「
合
意
」
の
場
合
な
の
で
あ
る
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

財
産
犯
で
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
段
棄
罪
(
ド
イ
ツ
刑
法
一
二
八
)
三
条
)

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
他
の
財
産
犯
の
多
く
は
、
同
意
の
不
存
在
が
構

成
要
件
上
既
に
予
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
毅
禁
罪
は
こ
の
点
明
確
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ノ
ル
は
、
財
物
が
人
格
権
と
は
異
な
り
、
自
由
な
私

法
的
処
分
に
無
制
約
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
同
意
段
棄

を
自
己
鼓
棄
と
同
一
視
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
向
意
致
棄
の
構
成
要
件
不
該
当

を
達
成
し
よ
う
と
す
る
。
民
法
上
の
効
果
か
ら
「
他
人
の
物
」
と
い
う
徴
惣



が
喪
失
す
る
こ
と
は
確
か
に
あ
る
が
、
犯
罪
構
成
要
件
白
体
の
解
釈
と
し
て

も
、
次
の
こ
と
が
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
「
他
人
の
物
」
と
い
う
指
摘
、
あ
る

い
は
設
棄
罪
が
掴
訓
告
罪
で
あ
る
と
い
う
事
実
(
ド
イ
ツ
刑
法
三

O
ゴ
一
条
三
項
)

か
ら
、
「
本
人
の
意
思
に
反
す
る
」
こ
と
が
、
黙
示
的
に
構
成
要
件
上
予
定

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
の
財
産
犯
と
の

比
較
か
ら
い
っ
て
も
、
同
様
の
結
論
が
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。

自
巾
・
秘
密
に
対
す
る
罪
も
、
原
則
的
に
、
本
人
の
同
意
の
不
存
在
が
構

{
4
)
 

成
要
件
充
足
の
た
め
の
要
件
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
本

人
保
護
の
観
点
か
ら
、
同
意
の
効
力
が
明
示
的
に
否
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
る

こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
子
供
と
の
狼
察
行
為
(
ド
イ
ツ

(
6
)
 

刑
法
一
七
六
条
ご
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

刑法における被害者の同意 (2・完〕

名
誉
に
対
す
る
罪
に
つ
い
て
は
、
い
さ
さ
か
問
題
が
あ
る
。
判
例
は
侮
辱

罪
(
ド
イ
ツ
刑
法
一
八
五
条
)
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
本
人

の
同
志
は
一
定
の
場
合
に
、
行
為
の
侮
臨
時
的
性
格
と
構
成
要
件
該
当
性
と
を

喪
失
さ
せ
る
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
「
被
侮
辱
者
に
と
っ
て
、
現
状
に
}
お
い

て
名
誉
佼
宝
円
い
か
一
般
的
に
問
題
と
な
っ
た
か
ど
う
か
、
及
び
な
り
え
た
か
ど

う
か
の
確
認
の
た
め
の
認
識
源
と
し
て
の
」
意
味
が
、
本
人
の
同
意
に
認
め

ら
れ
る
か
ら
で
あ
れ
、
と
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
当
該
構
成
要
件
は
」
ロ
号
。

-
2
8
3
を
徴
怒
と
し
て
持
つ
も
の
で
は
な
い
が
、
本
人
の
同
意
に
よ
っ
て
、

純
粋
に
事
実
的
に
「
名
誉
侵
害
」
が
存
在
し
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
う
る
、

と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
人
の
同
意
は

行
為
の
構
成
要
件
該
当
性
を
損
う
こ
と
な
く
、
違
法
伎
を
阻
却
す
る
と
判
示

す
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
結
論
は
、
「
名
誉
(
侵

ろ害
うご
カ;9概
今

翌お
r定
ご義
、τヵ1
"'"解ゐ釈
たげ

E芸
公ね
りら
実れ
聖て
長い
る
映加
さ」
市と

五か
ら

契
生機
ず

も
る
争の
~o で、

かあ

く
し
て
、
名
誉
に
対
す
る
罪
に
つ
い
て
は
、
「
名
誉
(
侵
害
)
」
概
念
の
解
明

が
事
を
決
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ド
イ
ツ
で
一
番
錯
綜
し
た
情
況
を
呈
し
て
い
る
の
が
、
傷
害
に
関
す
る
同

意
の
体
系
的
位
置
づ
け
の
問
問
題
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
二
二
六
条

a
か
ら

は
、
立
法
者
は
同
意
を
違
法
性
阻
却
事
由
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ

れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
学
説
に
は
、
特
に
医
師
の
治
療
行
為
と
の
係
わ
り
に

お
い
て
、
要
件
に
相
違
は
あ
る
に
し
ろ
、
構
成
要
件
の
レ
ベ
ル
で
議
論
し
ょ

(
M
V
 

う
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
本
稿
の
テ
l
マ
と
の
関
係
で
は
、
次
の
見
解
が
中

で
も
問
題
と
な
り
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
患
者
の
同
意
の
存
否
に
係
わ
り
な

く
、
医
師
に
よ
る
医
療
適
応
的
、
施
術
上
正
し
く
実
行
さ
れ
た
手
術
は
、
構

成
要
件
に
該
当
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
患
者
の
同
意

の
な
い
治
療
行
為
を
「
専
断
的
治
療
行
為

(
E
0
2
m
g
s
r宮
山
田
沼
田
2
5白
E

E
E
-
s
m
)」
と
呼
び
、
こ
の
専
断
的
治
療
行
為
は
、
現
行
法
上
で
は
監
禁

北法31(2・389)789
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罪
・
強
要
罪
に
触
れ
な
い
限
り
は
、
不
可
罰
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
こ
の
不
合
理
を
解
消
す
る
た
め
に
、
一
専
断
的
治
療
行
為
の
処
罰
を
立
法

上
勧
告
す
る
。
け
れ
ど
も
、
以
上
の
、
身
体
利
益
と
患
者
の
自
己
決
定
と
の

分
離
的
保
護
を
目
指
す
思
考
は
、
本
稿
第
二
章
で
確
認
さ
れ
た
法
益
観
か
ら

は
、
と
う
て
い
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
両
者
が
一
体
と
し
て
法
益
を

形
成
す
る
の
で
あ
る
以
上
、
患
者
の
同
意
は
あ
く
ま
で
傷
害
罪
の
成
否
の
場

面
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
独
立
に
対
象
化
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
更
に
構
成
要
件
を
記
述
的
形
象
と
把
握
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
医
師

に
よ
る
成
功
し
た
治
療
行
為
と
い
え
ど
も
、
構
成
要
件
に
包
摂
さ
れ
る
可
能

{
回
〉

性
が
あ
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
関
係
に
お
い
て
判
例
が
一
貫

し
て
採
る
、
次
の
主
張
は
意
義
深
い
。
す
な
わ
ち
、
身
体
の
完
全
性
と
係
わ

る
全
て
の
医
療
処
置
は
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
傷
害
で
あ
り
、
違
法
性
組

却
さ
れ
る
た
め
に
は
、
患
者
の
同
意
若
し
く
は
推
定
的
同
意
と
い
っ
た
、
特

〈
げ
}

別
な
事
由
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
立
法
者
の
意
図
と
一
致
す

る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
お
そ
ら
く
判
例
の
立
場
が
相
当
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
な
お
、
ド
イ
ツ
で
医
師
の
治
療
行
為
が
敢
て
構
成
要
件
不
該
当
と
さ
れ

る
理
由
と
し
て
、
我
が
国
の
刑
法
三
五
条
の
「
正
当
(
業
務
)
行
為
」
の
よ

う
な
規
定
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

簡
単
な
考
察
で
は
あ
る
が
、
以
上
か
ら
、
財
産
・
秘
密
・
自
由
・
名
誉
に

対
す
る
罪
は
、
本
人
の
同
意
の
不
存
在
が
構
成
要
件
該
当
性
の
要
件
と
な
っ

、、

て
い
る
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
余
地
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
導

か
れ
出
「
傷
害
罪
に
つ
い
て
は
、
構
成
要
件
の
形
式
的
理
解
と
ド
イ
ツ
刑
法

二
二
六
条

a
の
趣
旨
と
か
ら
、
同
意
が
有
効
な
限
り
で
、
違
法
性
阻
却
事
由

と
考
え
る
の
が
妥
当
な
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
我
が
国
の
刑
法

典
に
は
ド
イ
ツ
刑
法
二
二
六
条

a
に
対
応
す
る
条
文
は
な
い
が
、
「
身
体
の

傷
害
ハ
刑
法
二

O
四
条
〉
」
と
い
う
文
言
か
ら
、

本
人
の
不
同
意
が
構
成
要

件
該
当
性
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
は
困
難

と
予
想
さ
れ
る
。

(

1

)

た
と
え
ば
、
窃
盗
(
ド
イ
ツ
刑
法
二
四
二
条
)
、
詐
欺
(
同
法
二
六

三
条
)
、
強
盗
(
同
法
二
四
九
条
〉
、
恐
喝
(
同
法
二
五
三
条
〉
、
横
領

(
同
法
二
四
六
条
〉
、
背
任
(
同
法
二
六
六
条
)
な
ど
の
各
罪
。

(
2
)
Z
c
-
7
〔

N
N
S
E叫』な
h
R誼
h
ν
ω
・
]F5・
し
か
し
ノ
ル
の
立
論
か
ら
、

た
と
え
ば
公
序
良
俗
違
反
で
私
法
的
処
分
が
無
効
な
場
合
の
同
意
致
端
末

も
、
自
己
致
棄
と
同
一
視
で
き
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

(

3

)

親
告
罪
で
あ
る
こ
と
が
決
定
的
な
の
で
は
な
く
、
親
告
罪
と
し
た
立

法
者
の
意
図
が
重
要
な
の
で
あ
る
(
品
戸
玄
a
m
o
p
〔

h
S込
書
3
・
∞
-

N
H
S
。
我
が
国
の
器
物
損
壊
罪
も
親
告
罪
で
あ
る
が
(
刑
法
二
六
て
ニ

六
四
条
〉
、
そ
の
立
法
趣
旨
は
ド
イ
ツ
と
同
様
、
被
害
者
の
必
要
と
し

な
い
物
を
強
い
て
保
護
す
る
必
要
も
な
い
か
ら
で
あ
る
(
倉
宮
勇
三
郎
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研究ノート

(
げ
)
〈
四
-
・

5
2
E
-
日印・

ω・
ω吋
印
民

-
hの
出

2
4タ
3
8・
ω・

5
F

切
の
出
ω昨切仏・]「]「・

ω-HHHR-u
切
の
出
ω同切仏・

]5・
ω・
ω。
由
民
・
ロ
2
4・

(
国
)
内
田
、
『
総
論
』
一
九
三

i
一
九
四
頁
。
加
え
て
、
日
本
に
お
け
る

よ
り
も
緊
急
避
難
の
射
程
が
小
さ
い
と
い
う
事
実
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

(
印
)
平
野
、
前
掲
『
刑
法
総
論

E
』
二
四
九
頁
、
内
田
、
『
総
論
』
一

四
五
頁
参
照
。

(
初
)
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ

i
も
、
み
か
け
の
傷
害
、
す
な
わ
ち
包
撰
を
一
認

め
て
い
る

(ω
口
『
口
氏
仏
}
民
E
a
F
〔h
ミ
マ
~
V
H
a
町、
w〕
噌

ω・
2
∞)。

(
幻
)
た
だ
し
暴
行
界
(
刑
法
二

O
八
条
〉
に
つ
い
て
は
、
本
人
の
向
意
が

構
成
要
件
該
当
性
を
排
除
す
る
と
考
え
ら
れ
る
(
中
野
、
前
掲
「
被
害

者
の
承
認
」
七
七
頁
)
。

(
忽
)
同
意
の
具
体
的
要
件
の
確
認
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
他
の
機
会
に
譲

り
た
い
と
思
う
。
し
か
し
基
本
的
考
え
方
を
示
せ
ば
、
「
合
意
」
と
「
同

意
」
と
の
問
に
は
原
則
と
し
て
要
件
に
差
異
は
な
い
が
、
標
語
的
に

は
、
「
合
意
」
は
構
成
要
件
に
、
「
同
意
」
は
法
益
に
制
約
さ
れ
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
よ
う
守
色
・

N
-
司
戸
〔
阿
川
な
さ
む
と
h
S
F
5・
ω・
ωH)。

同
意
の
実
定
法
上
の
位
置
づ
け

財
産
・
自
由
・
秘
密
・
名
誉
に
対
す
る
罪
の
よ
う
に
、
同
意
の
不
存
在
が
、

明
示
的
若
し
く
は
黙
示
的
に
構
成
要
件
上
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
被

害
者
の
有
効
な
同
意
は
、
事
実
の
欠
如
(
ロ

2
冨
自
問
巳

m
g
吋
巳

r
g
gロ
仏
)

と
し
て
作
用
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
個
々
の
構
成
要
件
の
解
釈
の
問
題
で

あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
場
合
同
意
の
要
件
は
、
構
成
要
件
の
法
的
保
護
の
範

聞
に
多
く
左
右
さ
れ
る
。
傷
害
に
関
す
る
同
意
の
有
効
性
は
、
ド
イ
ツ
で
は

ド
イ
ツ
刑
法
二
二
六
条

a
の
解
釈
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
体
系
的
位
置
づ
け

は
、
傷
害
の
構
成
要
件
の
形
式
的
理
解
に
係
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
違
法

性
阻
却
事
由
と
把
渥
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
同
意
の
不
存
在
が
構
成
要

件
上
予
定
さ
れ
て
い
な
く
、
か
つ
特
別
な
明
文
規
定
も
な
け
れ
ば
、
同
意
は

超
法
規
的
違
法
性
阻
却
事
由
と
し
て
機
能
す
る
。
そ
の
実
質
は
、
法
的
保
護

の
欠
落
に
よ
る
、
広
義
の
法
益
侵
害
の
欠
如
で
あ
る
。
生
命
へ
の
侵
害
に
対

す
る
同
意
〈
同
意
殺
人
)
は
、
ド
イ
ツ
、
ス
イ
ス
で
は
超
法
規
的
違
法
性
軽

減
事
由
と
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
我
が
固
に
は
一
般
条
項
的
な
刑
法
三
五
条
が
存
在
す
る

の
で
、
そ
の
取
り
扱
い
は
自
ず
と
ド
イ
ツ
と
異
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、

被
害
者
の
同
意
が
正
当
業
務
行
為
、
あ
る
い
は
正
当
行
為
の
成
立
要
件
と
な

っ
て
い
る
場
合
が
多
く
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
客
観
的
に
正
当
な
目
的
(
優
越

利
益
)
を
達
成
す
る
た
め
に
、
被
害
者
の
同
意
を
得
て
な
す
行
為
、
た
と
え

ば
治
療
行
為
は
、
医
師
な
ら
正
当
業
務
行
為
、
素
人
な
ら
正
当
行
為
と
し
て

違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
。
ま
た
同
意
の
み
で
は
違
法
性
阻
却
さ
れ
な
い
重
傷

害
も
、
同
意
と
一
体
と
な
っ
た
正
当
(
業
務
)
行
為
と
し
て
な
ら
、
十
分
に

正
当
化
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
ド
イ
ツ
で
は
、

一
方
で
は
個
人
の
自
律

北法31(2・392)792



性
を
強
調
し
同
意
の
問
題
と
し
て
、
他
方
で
は
正
当
性
を
強
調
し
「
(
専
断

(e) 

的
)
治
療
行
為
」
の
問
題
と
し
て
、
分
裂
的
に
扱
う
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し

こ
れ
は
統
一
的
視
点
か
ら
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
我
が
国
で
は
そ
の

視
点
を
刑
法
三
五
条
が
提
供
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
被
害
者
の
同
意
の
、
刑

法
三
五
条
へ
の
包
摂
可
能
性
を
否
定
す
る
見
解
に
は
賛
同
で
き
な
い
。
目
的

が
客
観
的
に
正
当
で
な
け
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
行
為
の
正
当
性
を
積
極
的
に
主

張
ず
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
た
め
刑
法
三
五
条
も
援
用
で
き
な
い
が
、
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
被
害
者
の
同
意
に
よ
っ
て
法
的
保
護
が
欠
落
す
る
と
い
う

刑法における被害者の同意 (2・完〉

実
質
に
、
変
化
が
生
じ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
そ
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
は
、
刑
法
コ
一
五
条
に
包
摂
さ
れ
な
い
被
害
者
の
同
意
は
、
超
法
規
的

違
法
性
阻
却
事
由
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
独
立

の
違
法
性
問
却
事
由
た
る
重
暑
の
同
意
を
認
め
な
い
見
解
問
、
そ
の
限
り

で
は
相
当
で
は
な
い
と
忠
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
同
意
の
各
要
件

は
、
厳
密
に
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
払
印
。
最
後
に
、
同

意
殺
人
は
日
本
で
は
、
刑
法
二

O
二
条
の
解
釈
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
付
言

ず
る
。

(
i
)

法
益
侵
害
を
構
成
要
件
要
素
と
考
え
る
見
解
で
は
、
有
効
な
全
て
の

同
意
は
事
実
の
欠
如
を
導
く
(
話
{
・
相
内
5
5
N予
P
州

w
・

c-ω
・∞NR・)。

〔
2
)
ノ
ル
の
同
意
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
そ
れ
を
端
的
に
証
明
し
て
い
る

z
c
F
〔同
S
宅
む
な
h
E
W戸
h
〕・

ω
-
H
片岡・)。

(

3

)

開

rpuω
・
斗
三
〈
m--
肘
《
凶
戸
恒
常
仏
関
mw
円

P
O
B《山内凶《凶ぬ同剛山
onvgd匂正・

ュm
r
o
F
N
ω
H
g
-
回仏・出品・

5印
N・
ω
-
N
E
同・

(

4

)

大
塚
教
授
は
、
刑
法
三
五
条
は
、
「
構
成
要
件
該
当
性
阻
却
事
由
を

も
あ
わ
せ
て
規
定
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
言
一
わ
れ
る
が
〈
大

塚
仁
『
刑
法
概
説
(
総
論
)
〔
増
補
〕
』
有
斐
閣
・
一
九
七
五
、
二
三
九

頁
)
、
そ
こ
ま
で
包
括
的
な
規
定
と
は
思
わ
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
、
日

常
反
覆
さ
れ
る
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
平
野
、
前
掲
『
刑
法

総
論

E
』
二
二
二
頁
)
。

(

5

)

荘
子
、
前
掲
書
、
三
二
ハ
、
三
二
七
、
一
ニ
三
一
、
三
四
八
頁
以
下
、

内
田
、
『
総
論
』
一
九
一
一
一

i
一
九
四
、
二

O
五
|
一
一

O
六
頁
参
照
。

(

6

)

ス
イ
ス
で
も
ノ
ル
が
、
医
師
の
治
療
行
為
は
構
成
要
件
不
該
当
と
し

て
、
そ
の
他
の
傷
害
は
同
意
の
問
題
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
分
け
て
扱
っ

て
い
る

(Zo--・〔同玄虫、凡』百九
h
S
F巴・

ω・∞
HiHCN)。

(

7

)

町
野
、
前
掲
「
治
療
行
為
に
お
け
る
患
者
の
意
思
(
一
ご
九
六
|
九

七
頁
参
照
。

(
8
)
被
害
者
の
同
意
を
独
立
の
超
法
規
的
違
法
性
阻
却
事
由
と
考
え
る
論

者
も
、
実
際
上
は
刑
法
三
五
条
へ
の
包
摂
可
能
性
を
否
定
し
て
は
い
な

い
。
宮
内
、
前
掲
「
違
法
性
の
阻
却
」
二
一
九
、
一
一
一
一
一
一
一
一
二
三
四
頁
、

西
原
、
前
掲
『
刑
法
総
論
』
二
一
二
二
、
二
三
五
頁
、
中
山
、
前
掲
『
口

述
刑
法
総
論
』
一
九
四

l
一
九
五
、
一
九
七
頁
。
ま
た
、
佐
伯
、
前
掲

害
、
二
二
二

l
二
三
三
頁
参
照
。

(

9

)

具
体
的
事
情
に
お
い
て
、
可
罰
的
違
法
性
が
な
い
場
合
を
問
題
と
し

北法31(2・393)793



研究ノート

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
正
当
目
的
と
は
無
関
係
な
、
生
命
へ
の
危
険

の
な
い
同
意
傷
害
全
て
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
カ
ヴ
7

ー
さ
れ
る
の
で
あ

る
(
本
稿
第
一
一
一
章
第
四
節
四
注
(

3

)

参
照
〉
。

(

ω

)

荘
子
、
前
掲
書
、
一
一
一
四
九
|
一
ニ
五

O
頁
、
福
田
、
前
掲
書
、
二
二
一
二

頁
、
藤
木
、
前
掲
書
、
一
九
三
頁
、
内
田
、
『
総
論
』
一
四
五
、
二

O

六
頁
。

(
日
)
〈

m
-
g
g件
。
口
君
。
ュ
F
〔

h
Sユ
宮
内
砕
〕
・

ω・
〉
E
出
・
∞
-
H
N
∞・

第
四
節

総

括

同
意
が
、
構
成
要
件
不
該
当
事
由
(
合
意
)
あ
る
い
は
違
法
性
阻
却
事
由

(
同
意
)
の
い
ず
れ
と
し
て
機
能
す
る
か
は
、
偏
に
構
成
要
件
概
念
の
捉
え

方
に
係
っ
て
い
る
。
構
成
要
件
を
形
式
的
記
述
的
形
象
と
理
解
す
る
立
場
で

は
、
当
該
法
律
文
言
の
言
い
回
し
及
び
各
構
成
要
件
要
素
の
解
釈
が
、
右
の

問
題
に
答
え
を
提
供
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
合
意
」

と
「
同
意
」
の
実
質
は

法
的
保
護
の
不
要
化
・
(
広
義
の
)

法
益
侵
害
の

欠
如
と
い
う
共
通
の
性
格
を
示
す
の
で
、
ど
ち
ら
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
笑
際

上
の
相
違
が
生
ず
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
要
件
・
効
力
等

に
遠
い
は
な
い
と
一
一
一
一
日
う
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ま
た
そ
の
共
通
の
実
質
を

個
々
の
構
成
要
件
の
解
釈
が
許
す
限
り
で
、
法
文
上
に
反
映
さ
せ
る
努
力
が

必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
不
法
構
成
要
件
の
実
質
化
、
あ
る
い
は
消
極
的
構

成
要
件
理
論
に
見
ら
れ
る
、
全
構
成
要
件
に
係
わ
る
一
般
原
則
の
定
立
の
試

み
で
は
な
く
て
、
文
理
的
偶
然
性
を
極
力
排
す
る
た
め
に
、
各
々
の
構
成
要

件
の
解
釈
方
向
を
指
し
示
す
一
つ
の
提
言
で
あ
る
。

(

1

)

特
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
フ
ラ

γ
ス
刑
法
六
五
条
が
、
「
法
律
が
宥
恕

事
由

p
x
o
H
n
c
E
E
o
を
規
定
し
又
は
刑
の
軽
減
を
認
め
た
場
合
及

び
情
状
を
除
い
て
は
、
重
罪
又
は
軽
罪
が
宥
恕
さ
れ
、
又
は
刑
が
軽
減

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
規
定
す
る
の
で
(
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制

調
査
部
編
『
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
』
法
曹
会
・
一
九
七
七
、
二
六
頁
〉
、

こ
の
試
み
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
な
お
、
江
口
三
角
「
フ
ラ
ン
ス

刑
法
に
お
け
る
正
当
化
事
由
(
そ
の

5
)
」
(
『
愛
媛
法
学
』
九
号
)
四

五
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
ス
イ
ス
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
イ
タ
リ
ア
、
オ

ラ
ン
ダ
及
び
デ
ン
マ
ー
ク
で
も
、
特
別
な
実
践
的
意
義
は
想
定
さ
れ
て

な
い
が
、
「
合
意
」
と
「
同
意
」
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
(
司
ユ
。
仏
ユ

nr

。2
E少

C
ロ
z
n宮
中
口
昆
∞
nrzEEω
凶

nyzo-wEmω
関
門
田

E
P
5
H

ミ
5
5
~
5
言
、
き
ミ
、
尽
き
之
、
。
ミ
ム
・
NWR-
河
内
町
b
h
h

号、.

h
な
t
p零
時
弘
司
弘
、
~
v
h
一
た
君
"
N
入
山
・
吋
・
(
切
O
ロロ噌]戸市出印品川)岨
m
w
h
w
叶
印
噌
〉
ロ
B
・

5
8
0
 

(

2

)

後
者
が
同
意
を
違
法
性
阻
却
事
由
と
位
置
づ
け
て
い
る
点
で
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ

l
等
の
不
法
構
成
要
件
の
実
質
化
と
は
異
な
る

(同
5
口々・
p
m
-

。二
ω・
5
3
0
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長吉

法
益

(monZ国
間
E
H
)

は
、
法
と
財
、
す
な
わ
ち
法
的
保
護
と
そ
の
客
体
と

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
を
念
頭
に
置
い
た
場
合
、
同
意

の
実
質
的
に
は
違
法
性
阻
却
事
由
と
し
て
の
根
拠
は
、
法
益
の
客
体
論
か
ら

で
は
な
く
、
法
的
保
護
論
か
ら
導
か
れ
る
。
財
の
法
的
保
護
は
、
平
均
的
・

複
合
的
内
容
を
有
す
る
一
定
の
客
観
的
利
益
の
享
受
を
、
財
の
帰
属
主
体
に

現
実
に
保
障
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
あ
り
う
べ
き
可
能
性
と
し
て
保
障
す

る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
現
実
の
享
受
は
、
主
体
の
自
由
な
選
択
に
任
せ
よ

う
と
い
う
趣
旨
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
法
的
保
護
の
要
求
は
、
主
体
の
自

刑法における被害者の同意 (2・完〉

律
・
自
己
決
定
の
無
視
の
禁
止
と
い
う
形
で
、
そ
の
主
体
以
外
の
他
人
に
向

け
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
侵
害
に
つ
い
て
の
同
意
が
存
在
す
る
場
合
に

は
、
同
意
が
自
律
・
自
己
決
定
の
無
視
の
契
機
を
取
り
去
っ
て
し
ま
う
の

で
、
そ
の
理
論
的
帰
結
と
し
て
、
財
の
法
的
保
護
の
必
要
性
が
欠
落
す
る
こ

と
に
な
る
。
正
確
に
言
え
ば
、
保
護
客
体
と
し
て
の
財
j
狭
義
の
法
益
と
呼

ぶ
に
侵
害
が
加
え
ら
れ
て
も
、
同
意
に
よ
っ
て
、
法
的
保
護
の
必
要
性
の

あ
る
財
広
義
の
法
益
と
呼
ぶ
ー
へ
の
侵
害
が
欠
如
し
、
そ
れ
故
、
刑
罰
的

保
護
が
不
要
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
意
効
力
の
銀
拠
は
法
的

川
町
議
の
目
的
と
の
合
致
の
中
に
あ
る
。

財
の
帰
属
主
体
の
自
律
性
に
保
護
価
値
性
を
見
い
出
す
以
上
の
思
考
は
、

そ
の
歴
史
的
生
成
の
過
程
か
ら
も
示
さ
れ
る
よ
う
口
一
実
は
近
代
法
の
根
本

的
な
価
値
原
理
で
あ
り
、
設
も
広
い
意
味
で
は
一
つ
の
政
策
決
定
で
も
あ

る
、
個
人
主
義
・
自
由
主
義
の
具
体
的
な
表
明
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
国
家
が
個
人
主
義
・
自
由
主
義
の
原
理
を
受
け
入
れ
た
こ
と

(
法
政
策
的
選
択
)
の
、
法
益
構
造
内
へ
の
反
映
が
、
財
の
帰
属
主
体
の
自

律
・
自
己
決
定
を
尊
重
す
る
と
い
う
、
法
益
保
護
目
的
と
な
っ
て
現
わ
れ
て

く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
意
の
効
力
が
、
こ
の
価
値
原
理
・
政
策
決
定
に

基
づ
い
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
同
意
効
力
の
限
界
も
、
同
じ
く
こ
れ
ら
の

原
理
・
政
策
に
基
づ
い
て
演
縛
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
確

認
か
ら
限
界
論
を
構
成
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
重
要
な
の
は
、
こ
の
原
理
・
政

策
に
お
い
て
、
個
人
の
自
由
は
お
よ
そ
先
験
的
価
値
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
く
て
、
多
様
に
発
展
す
る
個
性
を
前
提
と
し
、
し
か
も
そ
れ
を

目
指
す
も
の
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
多

様
に
発
展
す
る
個
性
を
放
棄
す
る
形
式
で
の
自
由
行
使
は
、
否
定
さ
れ
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
自
由
を
原
理
体
系
と
し
て
捉
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
同
意
効
力
の
内
在
的
制
約
原
理
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
国
家
の
機
能
の
面
か
ら
言
え
ば
、
国
家
の
成
熟
者
に

対
す
る
制
限
的
パ
タ
l
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
保
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護
思
想
か
ら
、
自
損
行
為
に
対
す
る
事
前
の
干
渉
の
論
理
は
演
鐸
さ
れ
る
も

の
の
、
事
後
的
処
罰
の
正
当
化
根
拠
は
必
然
的
に
は
導
か
れ
な
い
こ
と
に
注

な
が
必
要
で
あ
る
。

更
に
、
個
人
の
自
由
に
価
値
を
置
く
近
代
法
の
原
理
は
、
刑
法
の
立
法
化

に
際
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん
所
与
の
も
の
と
し
て
前
提
と
さ
れ
て
い
た
は
ず
で

あ
り
、
そ
の
た
め
こ
の
原
理
が
、
犯
罪
構
成
要
件
の
定
立
に
直
接
影
響
な
い

し
制
約
を
与
え
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
可
能
性
は
、
個
々
の

構
成
要
件
の
「
解
釈
」
に
よ
っ
て
、
個
別
的
に
確
認
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で

あ
る
。
ま
た
加
え
て
、
発
生
し
た
結
果
に
対
し
て
法
的
保
護
の
必
要
性
が
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
原
因
と
な
っ
た
行
為
を
敢
て
構
成
要
件
に
包
筏
さ
せ

る
必
要
も
な
い
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
、
立
法
技
術
上
の
制
約
を
考
慮
し
な

が
ら
、
個
々
の
法
律
文
言
あ
る
い
は
構
成
要
件
要
素
の
許
す
限
り
に
お
い

て
、
同
窓
を
違
法
性
阻
却
事
由
か
ら
構
成
要
件
不
該
当
事
由
に
持
っ
て
い
く

試
み
も
、
十
分
に
支
持
さ
れ
る
と
考
え
る
。

か
く
し
て
、
被
害
者
の
同
意
の
考
察
を
通
し
て
、
刑
法
に
お
け
る
法
益
保

設
の
日
的
は
、
法
益
の
帰
属
主
体
の
自
律
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い

う
こ
と
が
導
か
れ
る
。
そ
れ
は
一
方
で
は
、
自
律
性
の
無
視
が
犯
罪
成
立
の

必
要
条
件
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
で
も
あ
る
。
従
っ
て
、
他
人
の
法
領

域
へ
の
侵
入
が
許
容
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
主
体
の
同
意
が
不
可
欠
と
な

{
2
)
 

る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
自
律
性
原
理
(
〉

E
Oロ
D
5
5
H
E
R
-司)」

に
違
背
す

れ
ば
、
そ
こ
に
刑
法
発
動
の
契
機
が
生
ま
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
被
害
者

側
に
お
い
て
同
意
を
表
明
で
き
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
、
あ
る
い
は
行
為
者

側
に
同
意
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
情
況
が
あ
る
場
合
、
こ
の
自
律
性
原

理
を
厳
格
に
貫
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
非
現
実
的
で
も
あ
る
。
そ

こ
で
こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
発
生
す
る
の
が
、
一
方
で
の
推
定
的
同
意
の
問

題
で
あ
り
、
他
方
で
の
緊
急
避
難
・
正
当
防
衛
の
問
題
で
あ
る
。
特
に
推
定

的
同
意
は
、
な
ん
に
せ
よ
同
意
に
自
を
向
け
る
以
上

一
面
で
は
自
律
性
原

理
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
し
、
同
意
の
不
存
在
が
議
論
の
出
発
点

と
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
他
面
で
緊
急
避
難
・
正
当
防
衛
等
の
正

当
化
事
由
と
同
列
に
置
か
れ
る
。
つ
ま
り
、
推
定
的
同
意
の
重
要
性
は
、
被

害
者
の
同
意
(
自
律
性
原
理
)
と
そ
の
他
の
正
当
化
事
由
と
の
関
連
を
考
察

す
る
上
で
の
、
懸
け
橋
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

本
稿
は
こ
の
橋
渡
し
を
直
接
の
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
詳
細
は

今
後
の
研
究
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
留
保
し
な
が
ら
、
最
後
に
次

の
点
だ
け
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
「
被
害
者
の
同
意
」
は
正

当
化
事
由
体
系
に
お
け
る
単
な
る
呉
物
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
正
当
化
事
的

と
融
和
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
可
能
性
確
認
の
媒
介
と
な
る
の

が
「
推
定
的
同
意
」
な
の
で
あ
る
、
と
。
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刑法における被害者の同意 (2・完〉

ハ
l
〉
初
期
の
極
端
な
個
人
主
義
的
構
成
の
各
試
み
が
、
当
時
の
自
由
主
義

思
想
の
反
映
と
見
て
取
る
の
は
た
や
す
い
こ
と
で
あ
る
し
(
木
村
、
前

掲
一
被
害
者
の
承
諾
と
違
法
性
」
三

O
六
|
三

O
七
頁
参
照
)
、
ノ
ル
、

シ
ュ
ト
ラ

l
テ
ン
ベ
ル
ト
に
始
ま
る
一
連
の
主
張
が
、
第
二
次
世
界
大

戦
後
か
ら
七

0
年
代
ま
で
の
、
個
人
主
義
・
自
由
主
義
の
昂
揚
に
対
応

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

(
2
〉
従
っ
て
医
師
の
治
療
行
為
と
い
え
ど
も
、
患
者
の
同
意
な
く
し
て
は

行
な
い
え
な
い
。
ま
た
そ
の
反
射
的
義
務
と
し
て
、
医
師
に
説
明
義
務

が
要
求
さ
れ
る
。
「
十
分
な
情
報
を
得
た
上
で
の
同
意
(
宮
町
C
H
E
E

2
5
8同
)
」
に
つ
い
て
、
新
美
育
文
「
医
師
と
患
者
の
関
係
|
説
明
と

同
意
の
法
的
側
面

i
ハ
一
)
(
二
〉
(
一
一
一
)
」
(
『
法
政
論
集
』
六
四
、
六
五

号
・
一
九
七
五
、
六
六
号
・
一
九
七
六
)
六
七
頁
以
下
、
一
八
三
頁
以

下
、
一
四
九
頁
以
下
参
照
。

ハ
3
)
推
定
的
同
意
の
研
究
は
、
被
害
者
の
同
意
に
比
べ
て
格
段
に
少
な
い

ょ
う
で
あ
る
。
最
近
の
業
績
と
し
て
、
次
の
も
の
を
参
照
さ
れ
た
い
0

0
田
口
印
刷
N
C
H
5
・
口
σ
R
L
H
由
自
己
自
由
E
-
n
r
m
何
回
ロ
唱
ニ
-
-
関
口
口

m
・

5
h
a
E
M
Z♀
ミ
冶
¥
位
、
同
ぬ
ま
司
ミ
N
向
子

ω・
た
吋
品
叶
印
・
須
之
内
克

彦
「
推
定
的
同
意
に
つ
い
て
」
前
掲
『
現
代
の
刑
事
法
学
』
』
ニ
ニ

〆
t
¥

一
|
一
一
一
一
一
六
頁
、
斎
藤
誠
二
「
『
推
定
的
な
承
諾
』
の
法
理
を
め
ぐ
っ

て
」
(
『
警
察
研
究
』
四
九
巻
一
一
号
・
一
九
七
八
)
一
五

l
三
二
真
、

西
村
克
彦
「
推
定
的
承
諾
と
い
う
法
理
の
反
省
」
(
『
警
察
研
究
』
五

O

巻
三
号
・
一
九
七
九
)
三
二
三
頁
。
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Die Einwilligung des Verletzt巴nim Strafrecht: 

Feststellung des Autonomieprinzips (2) 

Hiromi KAW AHARA * 

Einleitung 

1. Die Bedeutung des “1nteresses" und des “Verletzten" 

II. Die materiale Wirkung der Einwilligung 

II1. Der Wirkungsbereich der Einwilligung 

羽Tenndie Wirkung der Einwilligung sich aus dem Rechts. 

schutzzweck ergibt， so so11 dieser Wirkungsbereich auch vom Be. 

trachtung uber dem Schutzzw巴ckeinheitlich erklart werden. Dabei 

ist es von entscheidender Bedeutung， daβdie Freiheit des Einzelnen， 

auf der die Autonomie und die Selbstbestimmung rechtlich beruhen， 

eine verschiedenartig zu entwickelnde Persδnlichkeit voraussetzt und 

bezweckt. Also unter den Umstanden， daβder augenblickliche 

Gebrauch der Freiheit zur Verneinung solcher Personlichkeit fuhrt， 

wird diese Freiheit， somit di号Einwilligungrechtlich nicht anerkannt. 

Aber das bedeutet nicht immer die Strafbarkeit fur die Selbstver. 

letzung (z. B. Selbsttotung)，、N"eildie Strafen als Rechtssanktionen 

angesehen wird， die die Gefahr des Anderen voraussetzten. 

Die Einwilligung des Verletzten wird dabei auser den Wirkungsbe. 

reich gesetzt， das die Handlung aufgrund der Einwilligung die Persδ-

nlichkeit verneint oder Gefahr hat， die zu verneinen， folglich bei der 

Verletzung oder Gefahrdung des Lebens， das nicht nur leibliches， 

sondern auch geistiges enthalt. 

1V. Die Einwilligung und der Tatbestand 

1m Strafrecht wird zwischen der tatbestandsausschliesenden 

特 Doktorandam juristischen Seminar der Hokkaido.Universitat 
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“Einverstandnis" und der rechtfertigenden“Einwilligung" unter-
schieden， wobei die Unterscheidung zwischen den beiden von dem 

Verstandnis des Tatbestandsbegriffs abhangt. Vom Standpunkt aus， 

daβman den Tatbestand als das formellen beschreibenden Bild 

versteht， geht es hier um ein reines Subsumitionsproblem， das allein 

aus der jeweiligen Strafnorm heraus gelost wird. Aber wei1 diese 

beiden schlieslich im Wesen gemeinsam sind， mus die mehr oder 

minder zufa11ige Fassung des gesetzlichen Tatbestands im Rahmen 

der Auslegung ausgeschlossen werden. 

Schluβbemerkung 

Aus der Betrachtung uber die Einwilligung des Ver1etzten 

ergibt sich die folgenden: Der Zweck des Rechtsgutsschutz im Straf-

recht ist die Sicherung der Autonomie des lnhabers， daher macht 

die Miβachtung fremder Autonomie den Kern des Verbrechens aus. 

Aber dieses Autonomietrinzit kann in Wirklichkeit oft nicht streng 

durchgesetzt werden， infolgedessen entstehen daraus einerseits das 
Problem der sog. mutmaslichen Einwilligung， anderseits die Recht-

fertigungsgrunde des Notstands， der Notwehr. Auf diese Weise geht 

das Autonomieprinzip den anderen einzelnen Rechtfertigungsgrunden 

voran. Umgekehrt damit die Tragweite des in dieser Note fest-

gestellten Autonomieprinzips praktisch zu ergreifen， mus die anderen 

Rechtfertigungsgrunde， insbesondere die mutmasliche Einwi1ligung 

noch weiter in Betracht zieht werden. 
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